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感染症医療に対する評価に関するこれまでの主な意見

（新興感染症発生・まん延時における医療について）

○ 協定締結医療機関のみならず、多くの医療機関による適切な感染対策を下支えしつつ、出現した
新興感染症の状況によって、更なる緊急的な措置を講じるようにすべき。

○ 感染対策向上加算における新興感染症に関する施設基準は、第８次医療計画における協定の枠
組みと整合性が取れるように見直しを検討すべき。

○ 新興感染症の発生時・まん延時にも緊急的な歯科治療が必要な場合があることから、このような
場合に歯科医療を提供するために必要な評価について検討すべき。

○ 平時からの感染症の治療薬の備蓄や感染対策の体制整備とともに、実際に新興感染症が発生し
た場合においては、協定締結薬局には夜間・休日等の時間外の対応や必要な薬の患者への迅速
な供給が求められるため、そのような薬局の体制や機能に対する評価が必要。

○ DPC/PDPSにおける地域医療係数（体制評価指数）のうち「感染症」における評価内容について
は、第８次医療計画において、令和４年の感染症法改正により法定化された都道府県・医療機関間
での協定締結を通じ、平時から医療提供体制の確保を図ることとされていることを踏まえ、令和６年
度診療報酬改定以降、新型コロナウイルス感染症対応への評価から、入院医療に係る協定締結の
評価へと移行することが考えられるのではないか。
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現行の予防計画の記載事項 予防計画に追加する記載事項案 体制整備の数値目標の例（注１）

１ 感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★

２ 医療提供体制の確保 ・協定締結医療機関（入院）の確保病床数
・協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施

設での療養者等への医療の提供）の医療機関数
・協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
・協定締結医療機関（医療人材）の確保数
・協定締結医療機関（PPE）の備蓄数量

① 情報収集、調査研究☆

② 検査の実施体制・検査能力の向上★ ・検査の実施件数（実施能力）★
・検査設備の整備数★

③ 感染症の患者の移送体制の確保★

④ 宿泊施設の確保☆ ・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆

⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保（医療に関する
事項を除く）★

注：市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。

・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供）の医療機関数
（再掲）

⑥ 都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件

⑦ 人材の養成・資質の向上★ ・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★

⑧ 保健所の体制整備★

３ 緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★

※ 緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★

（注１）予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は６年。

（注２）都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。

○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)

都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等 第20回第８次医療計画等に関する検討会
令和４年12月19日 参考資料１
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①病床確保 ②発熱外来
③自宅療養者等に対する

医療の提供
④後方支援 ⑤人材派遣

協定の内容

病床を確保し（※１）、
入院医療を実施

※１ 新興感染症患者対応の病床を確
保し、重症者用病床や、精神疾患を有
する患者、妊産婦、小児等の特に配慮
を有する患者を受け入れる病床の確保
も図る

発熱症状のある者の
外来を実施

自宅療養者等（※２）に対し、
・病院・診療所により、往診
等、電話・オンライン診療
・薬局により、医薬品対応等
・訪問看護事業所により、訪
問看護等を実施

※２ 宿泊療養者、高齢者施設、障害
者施設等の入所者を含む

（左記の病床確保等
を行う協定締結医
療機関を支援する
ため、）

医療機関におい
て、

①感染症患者以外
の患者の受入

②感染症から回復
後に入院が必要
な患者の転院の
受入を実施

（感染症対応の支援
を要する医療機関
等を応援するた
め、）

医療機関におい
て、

①感染症患者に
医療を提供する
者

②感染症予防等
に従事する関係
者を医療機関等
に派遣

実施主
体と指
定要件

第１種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な入院医療提供体
制の整備

第２種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な診療・検査体
制の整備

第２種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な、往診等、電
話・オンライン診療、調剤・
医薬品等交付・服薬指導、訪
問看護を行う体制の整備

数値
目標

（全国での
数値目標）

＜予防計画＞

新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指す

①流行初期

（３か月を
基本）

約１.９万床 約1500機関

・病院・診療所（約２.７万機関）
・薬局（約２.７万機関）
・訪問看護事業所（約2800機関）

約3700機関

・医師
（約2100人）
・看護師
（約4000人）

②流行初期
以降

（６ヶ月
以内）

約５.１万床 約４.２万機関

流行初期以降開始時点：
①＋約１.６万床（公的医療機関等）

流行初期以降開始時点：
①＋約3800機関（公的医療機関等）

流行初期医療確保
措置の要件

（参酌して都道府県知事が
定める基準）

①発生の公表後（※４）、都道府
県知事の要請後１週間以内を目
途に措置を実施
②30床以上の病床の確保
③一般患者への対応について、
後方支援を行う医療機関との連
携も含めあらかじめ確認

①発生の公表後（※４）、都道
府県知事の要請後１週間以内
を目途に措置を実施
②１日あたり20人以上の発熱
患者を診察

- - -

医療措置協定の内容

※４ 感染症法に基づく厚生労働大臣の発生の公表(新興感染症に位置づける旨の公表)

医政局地域医療計画課
提出資料
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都道府県と医療機関の協定の仕組み

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定（病床/発熱外来/自宅療養

者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※）を締結（協定締結医療機関）することとした。※併せてPPE備蓄も位置づけた。

協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関（流行初期医療確保措置

付き）を設定。

全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組

みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課した。

加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供

を義務づけ。

感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。

（※）初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設けた。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金･診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金･診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱

外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に

対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の

いずれか1種類以上の実施を想定。

○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定は、

感染初期からの対応、ピーク時には一定規模以上

の病床確保を行うこと等を想定。

協定

流行初期医療確保協定

補助金（平時の準備行為に応じた支援）支援

協定締結医療機関（病床）

協定締結医療機関は全部で約3000医療機関程度を想定

流行初期医療確保措置（※）

協定締結医療機関（流行初期確保措置付き） 全ての協定締結医療機関

補助金･診療報酬支援

※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

補助金･診療報酬（対応に応じた追加的な支援）

うち、約500機関程度を想定平時

感染症発生・まん延時（感染初期） 感染症発生・まん延時
（一定期間経過後）

必 要 に 応 じ て
対 象 拡 大

必 要 に 応 じ て
協 定 変 更

第20回第８次医療計画等に関する検討会
令和４年12月19日 参考資料１（一部改変）
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公立・公的医療機関等
（ＮＨＯ・ＪＣＨＯを含む）

特定機能病院/地域医療支援病院 民間医療機関

協定締結
プロセス

①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標（確保
すべき病床の総数等）をあらかじめ予防計画・医療計画に規定することとした。

②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案（病床の割り当て等）を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表することとした。

協定締結の
担保措置

全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課した。

全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課した。

全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課した。

協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化

協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置

平時

○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築することとした。

○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保。

○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を

義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。

○ 感染症対応の社会医療法人については、協定（流行初期医療確保措置の対象）の締結を認定の要件化した。なお、協定に則った対応を行う

よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得ることとした。

協定の履行
確保措置等

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表（指示違反）
＊NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならないこととした。

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反※）
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得ることとした。

協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反）

保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。

感染症発生・
まん延時

特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者（※）に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
（※）医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。

第20回第８次医療計画等に関する検討会
令和４年12月19日 参考資料１
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１／２（※）
※ 特定・第一種・第

二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加

３／４
（都道府県
等は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1／３）

３／４
（都道府県等は
1/4）

３／４
（都道府県等は1/4）

３／４
（都道府県
は1/4）

※公費の中で
の負担割合

感染症指定医療機
関等の設備整備
（第60条等）

入院措置
（第58条
第10号
等）★

検査
（第58条
第１号）
★

建物の立入
制限等の措置
（第58条
第８号等）★

消毒等の措置
（第58条
第５号等）★

宿泊・自宅
療養者の医療
（新設）★

協定締結医療機関等
が実施する措置
（新設）

流行初期医
療確保措置
（新設）★

１／２
（都道府県と折半）

３／４
（都道府県
等は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
１／３）

規定なし 規定なし 規定なし

国の負担
・補助割合

国の負担
・補助割合

現行

改正案

補助の対象機関の拡大 負担・補助規定の新設

医療機関等に対する財政支援規定

医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置（費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。）に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設する。

★印は負担規定

※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討。
（「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」（令和４年9月２日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定）２．新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施）

第92回社会保障審議会医療部会
令和４年12月19日 参考資料

8



医療提供体制に係る数値目標の考え方等について
〈設定する数値目標〉

１ 流行初期（３ヶ月まで）
○ 発生の公表後１週間程度から、流行初期の期間の３ヶ月までの間は、新型コロナ発生の公表後約１年後（最初の冬に相当の波が発生）の入院・外
来の患者数の規模に、前倒しで対応できるよう、
・ 入院患者数 ：約1.5万人
・ 発熱外来患者数：約3.3万人

○ 新型コロナ対応において、相当の対応を行ってきた医療機関を念頭に、 体制を確保することを目指す。

病床 ：約1.9万床（約1.5万人を受け入れるため、新型コロナ対応において、400床以上の重点医療機関（約500機関）で当該規模の対応
能力があったこと（R4.12）を踏まえ、一定の能力を有する医療機関との協定の締結を促す。）

発熱外来：約1500機関（約3.3万人を受け入れるため、新型コロナ対応において、200床以上の新型コロナ患者の入院可能な診療・検査医療機
関で当該規模の対応能力があったこと（R4.12）を踏まえ、一定の能力を有する医療機関との協定の締結を促す。）

２ 流行初期以降（①３ヶ月後、②その後３ヶ月（６ヶ月）まで）
① 流行初期以降開始時点については、流行初期対応を行っていない公的医療機関等（対応可能な民間医療機関を含む。）も加わり、体制を確保するこ
とを目指す。
病床 ：約3.5万床 （＋約1.6万床：加わる公的医療機関等）
発熱外来：約5300機関（＋約3800機関：同上）

② その後、新型コロナ対応で約３年かけて確保した最大値（R4.12）の体制について、これまで対応を行ってきた全ての医療機関を念頭に、できる限り速や
かに（その後3ヶ月程度かけて）確保することを目指す。
・ 病床 ：約5.1万床
・ 発熱外来：約4.2万機関

病床 ：まずは約5.1万床を確保している約3000機関（うち重点医療機関約2000）との協定の締結を促す。
発熱外来：まずは約4.2万医療機関との協定の締結を促す。

発生直後 ３ヶ月後 半年後 ９ヶ月後 １年後 ３年後

医療提供体制確保のイメージ図
今回の新型コロナ対応 今後協定で確保する体制のイメージ

④
２
年
Ｒ
４
年
２
月
（
第
６
波

２月８日 ５月 ８月 12月 Ｒ４年12月

①３ヶ月 ③最初の冬②６ヶ月 ⑤約３年１週間

Ｒ２年
１月15日 ２月１日

国内１例目

＜感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応＞
（373病院1900病床）

＜協定指定医療機関も対応＞（※）感染症法に基づく厚労大臣の発生の公表

新興感染症への位置づけ
の公表（発生の公表※）

第99回社会保障審議
会医療部会 資料３
５ ． ６ ． ２
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外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直し③
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－２ 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 ６点

算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間が90日を超える毎に１回 患者１人の外来診療につき月１回に限り算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 （外来感染対策向上加算の届出がないこと） 保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする（外来感染対策向上加算の届出がないこと） 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

感染制御チームの

設置

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上かつ研修修了）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上）

※ 医師又は看護師のうち１名は専従であること。

※ 必要時に、専従の医師又は看護師を、加算２、３又は外来感染対策

向上加算の医療機関に派遣する場合は、専従時間に含めてよいものとす

る。

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上又は適切

な研修を修了）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上又

は適切な研修を修了）

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（適切な研修の修了が望まし

い）

・専任の看護師（適切な研修の修了が望まし

い）

院内感染管理者（※）を配置していること。

※ 医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者

であること。

医療機関間・

行政等との連携

・保健所、地域の医師会と連携し、加算２又は３の医療機関と合同で、年４

回以上カンファレンスを実施（このうち１回は、新興感染症等の発生を想定し

た訓練を実施すること。）

・加算２、３及び外来感染対策向上加算の医療機関に対し、必要時に院内

感染対策に関する助言を行う体制を有する

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け

入れる体制を有し、そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレン

スに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定した

地域連携に係る体制について、連携医療機関等とあら

かじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け

て感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカン

ファレンスに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体

制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有

し、そのことを自治体HPで公開している

・年２回以上、加算１の医療機関又は地域の医師

会が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加

は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

サーベイランスへの

参加

院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム

（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること
地域や全国のサーベイランスに参加している場合、サーベイランス強化加算として５点を算定する。 サーベイランス強化加算として１点を算定する。

その他

・抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有する

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に抗菌薬

の適正な使用の推進に資する取組を行う

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入ることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有する

・令和４年度診療報酬改定前の感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適

正使用支援加算の要件を要件とする

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者

を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾー

ニングを行うことができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い

患者を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区

域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発

熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者

の動線を分けることができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実

施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること

ができる体制を有する

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、加算２、

３又は外来感染対策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策等に関する

助言を行った場合、指導強化加算として、30点を算定する。

感染対策向上加算２又は３を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算１を算定する保険医療機関に

対し、過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合、連

携強化加算として30点を算定する。

連携強化加算として３点を算定する。



感染対策向上加算

外来感染対策向上加算
加算１ 加算２ 加算３

届出施設数※ 1,248 1,029 2,042 16,224

施設基準のうち
新興感染症への
対応に係る規定

新興感染症の発生時等に、感
染症患者を受け入ることを念
頭に、汚染区域や清潔区域の
ゾーニングを行うことができ
る体制

新興感染症の発生時等に、感
染症患者又は疑い患者を受け
入ることを念頭に、汚染区域
や清潔区域のゾーニングを行
うことができる体制

新興感染症の発生時等に、感
染症患者又は疑い患者を受け
入ることを念頭に、汚染区域
や清潔区域のゾーニングを行
うことができる体制若しくは
発熱患者の診療を実施するこ
とを念頭に、発熱患者の動線
を分けることができる体制

新興感染症の発生時等に、発
熱患者の診療を実施すること
を念頭に、発熱患者の動線を
分けることができる体制

令和４年４月～
令和５年５月７

日の取扱

新型コロナに係る
重点医療機関

新型コロナに係る重点医療機
関又は協力医療機関

新型コロナに係る
重点医療機関、協力医療機関

又は診療・検査医療機関

新型コロナに係る
診療・検査医療機関

令和５年５月８
日～現在の取扱

令和５年１月１日以降に重点
医療機関の指定を受けていた
ことがある医療機関のうち、
過去６か月以内に新型コロナ
患者に対する入院医療の提供
の実績がある医療機関（①）

①又は新型コロナ疑い患者を
救急患者として診療する体制
等及び過去６か月以内に新型
コロナ患者に対する入院医療
の提供の実績がある医療機関
（②）

①、②又は外来対応医療機関
であってその旨を公表してい
る医療機関のうち、受入患者
を限定しない医療機関

外来対応医療機関であってそ
の旨を公表している医療機関
のうち、受入患者を限定しな
い医療機関

※保険局医療課調べ（令和４年７月１日時点） 11

新興感染症への対応に係る感染対策向上加算の規定

○ 感染対策向上加算及び外来感染対策向上加算における新興感染症への対応に係る規定は、令和４年
度から現在までは、新型コロナウイルス感染症への対応において必要な措置として定められている。

中医協 総－２

５． ７． ２６



出典：保険局医療課調べ（令和５年４月時点における重点・協力医療機関の指定状況と、同月の感染対策向上加算の届出状況（速報値）を突合したもの）

重点医療機関における
感染対策向上加算の届出状況

61%

29%

4% 0%

6%

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２

感染対策向上加算３ 外来感染向上対策向上加算

届出なし

3%

77%

6%

1% 14%

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２

感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

届出なし

協力医療機関における
感染対策向上加算の届出状況

診療・検査医療機関のうち診療所
における感染対策向上加算の届出状況

0%

47%

54%

感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

届出なし

12

○ 重点医療機関においては、61%が加算１の届出を、29%が加算２の届出を行っていた。
〇 協力医療機関においては、77％が加算２の届出を行っていた。
○ 診療・検査医療機関である診療所においては、47％が感染対策向上加算の届出を行っていたが、54%は

届出を行っていなかった。

重点医療機関、協力医療機関等における感染対策向上加算の届出状況 中医協 総－２

５． ７． ２６
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新型コロナ対応時における
都道府県が医療機関を指定する枠組み

重点医療機関※１

• 病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは
疑い患者専用の病床確保を行っていること。

• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。

協力医療機関※１

• 新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設
定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入
れるための病床を確保していること。

• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。

• 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるた
めの病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患
者と独立した動線であること。

検査・診療医療機関※２

• 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾
患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けら
れていること。

• 必要な検査体制が確保されていること。
• 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な
感染対策が講じられていること。

新興感染症発生・まん延時における
医療体制の構築に係る指針において求めている医療機能※３

（１）新興感染症患者を入院させ、必要な医療を
提供する機能（病床確保）

• 新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考
に、確保している病床であって、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能
で、また、都道府県からの要請後速やかに即応病床化するほか、関係
学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策
を適切に実施し、入院医療を行うことを基本とすること

• 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、
独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に
当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確
保を図ること

（２）新興感染症の疑似症患者等の診療を
行う機能（発熱外来）

• 新型コロナウイルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件
も参考に、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、
プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を設けた上
で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医
療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほ
か、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内
感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等）を適切に実施し、発熱外来を行うことを基本とすること

新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針について

○ 新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針において求める医療機能のうち、病床確保の機能につ
いては新型コロナ対応における重点医療機関及び協力医療機関の要件を、発熱外来の機能については新型コロナ対応
における診療・検査医療機関の要件を参考として整備することとされている。

感染対策向上
加算１の要件

感染対策向上
加算２の要件

感染対策向上
加算３及び外来
感染対策向上加
算の要件

診療報酬上の
位置づけ

※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和５年３月31日付け医政地発0331第14号厚生労
働省医政局地域医療計画課長通知)より抜粋。病床確保及び発熱外来のほか、指針においては以下の医
療機能を備えた体制構築を求めている。

（３）居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能（自宅療養者等への医療
の提供）

（４）新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能（後方支援）
（５）新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する機能（医療人材派遣）

※１「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い
患者受入協力医療機関について」（令和２年６月１６日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡）より抜粋

※２「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金
に係る対応について」（令和２年９月１５日付け厚生労働省健康局結核感染症課
事務連絡）より抜粋
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機能評価係数Ⅱの評価内容④（地域医療係数）
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－㉗

評価項目 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群

災害 ・災害拠点病院の指定（0.5P）、DMATの指定（0.25P）、EMISへの参加（0.25P）、BCPの策定（災害拠点病院に指定されている場合を

除く）（0.25P）

周産期 「総合周産期母子医療センターの指定」、「地域周産期

母子医療センターの指定」を評価（いずれかで1P）

・「総合周産期母子医療センターの指定」を重点的に評価（1P）

・「地域周産期母子医療センターの指定」は0.5P

救急 二次救急医療機関であって病院群輪番制への参加施設、

共同利用型の施設又は救命救急センターを評価(0.1P)

救命救急センター（0.5P）

二次救急医療機関であって病院群輪番制への参加施設、共同利用型の施設

（0.1P）

上記体制を前提とし、救急車で来院し、入院となった患

者数（最大0.9P）

上記体制を前提とし、救急車で来院し、入院となった患者数（救急医療入院に

限る）（最大0.5P）

感染症 ・新型インフルエンザ患者入院医療機関に該当（0.25P）

・新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行っていること（0.25P）

※ 上記のいずれも満たした場合（0.75P）

・GMISへの参加（日次調査への年間の参加割合を線形で評価）（最大0.25P）

その他 右記のいずれか1項目を満たした場合（0.1P） 治験等の実施

・過去３カ年において、主導的に実施した医師主導治験が８件以上、又は主導

的に実施した医師主導治験が４件以上かつ主導的に実施した臨床研究実績が

40件以上（1P）

・20例以上の治験（※）の実施、10例以上の先進医療の実施または10例以上

の患者申出療養の実施(0.5P)（※）協力施設としての治験の実施を含む。



○住民・患者ニーズへのきめ細やかな対応、切れ目のない提供体制の確

保、他職種との連携

○訪問歯科診療や障害児・者への対応、患者の基礎疾患や服用薬剤への

理解の充実、ライフステージに応じた歯科疾患の予防や口腔の管理

○かかりつけ歯科医をもつ者の増加のための普及啓発の促進

○新興感染症拡大時における歯科医療提供体制の整備

か か り つ け 歯 科 医 の役 割

○各歯科医療機関の機能の把握・見える化

○病診連携・診診連携、歯科診療所のグループ化、規模の拡大・多機能

化による複数の歯科医師が勤務する体制の整備の推進

○ICTの利活用の推進

○歯科医療資源に応じた機能分化や連携の在り方等、地域特性に応じた

歯科医療提供体制の構築の検討

歯 科 医 療 機 関 の 機 能分 化と 連 携

○それぞれの地域における病院歯科の役割の明確化

○各病院歯科の歯科医療従事者の配置状況や機能等の把握・分析

○地域の病院歯科の果たす役割を認識し、病院歯科と歯科診療所等との

連携の推進

○地域の歯科医療提供体制の拠点としての機能

病 院 歯 科 等 の 役 割

○機能を含めた歯科医療資源の見える化

○他職種に対するニーズの把握や相互理解の促進、指標設定・評価

○他職種等に対する口腔に関する理解を深めてもらうため、学部・専門

分野の教育段階含め、口腔の管理の重要性等を学ぶ機会の充実

○人生の最終段階における口腔の管理への歯科医療関係者の関与

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム と 医 科 歯 科 連 携 ・ 多 職 種 連 携

○障害の内容や重度別分析による歯科医療機関の機能の見える化

○いわゆる口腔保健センターと一般歯科診療所の役割の整理

○ハード面（設備整備等）やソフト面（人材育成、多職種連携等）の両

面での取組の充実

○医療的ケア児含めた障害児・者を、地域の歯科医療ネットワーク等、

地域で支え歯科医療を受けることができる歯科医療提供体制の構築

障 害 児 ・ 者 等 へ の 歯科 医療 提 供体 制

○学部教育から臨床研修、生涯研修におけるシームレスな歯科医師養成

他職種の役割等を継続的に学び、交流を行いながら理解を促進

○歯科衛生士の確保（職場環境等の整備、復職支援・リカレント教育）

○歯科技工士の確保（人材確保、職場環境の整備、業務のあり方）

歯 科 専 門 職 種 の 人 材確 保・ 育 成等

○地域ごとの歯科医療資源及び住民ニーズの把握・見える化、PDCAサイクルに基づく取組の推進、計画的な評価

○歯科保健医療提供体制の理想とする姿（目指す姿）を設定し、バックキャストで考えていくことの重要性

○歯科医療提供のあり方を議論する際には、地域の関係団体等と連携し、目指す姿や目標等の共通認識を深めながら取り組む必要性

都 道 府 県 等 行 政 に お け る 歯 科 医 療 提 供 体 制 の 検 討 の 進 め 方 に つ い て

歯 科 医 療 提 供 体 制 等 に 関 す る 検 討 会 中 間 と り ま と め （ 案 ）
第９回歯科医療提供体制等に関する検討会 資料

２令和５年10月４日
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① 各都道府県における歯科医療提供体制の構築を推進するため、歯科医療提供体制の構築に向けて協議・検討を行う検討委員会を設置し、地域の実
情を踏まえた歯科医療提供体制を構築するための取組を補助する。第８次医療計画の開始初年度であることを踏まえ、補助実施数を拡充する。【拡
充】【実施主体：都道府県】補助率：１／２相当定額

② 効果的な事業展開を進め歯科保健医療提供体制の確保を加速させるため、都道府県支援を行うことができるよう支援者を養成する。
対象者は都道府県歯科医師会担当者、都道府県庁職員、口腔衛生、統計学研究者など【実施主体：都道府県】補助率：１／２相当定額

【事業実績】４年度 ６都道府県

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム、 実 施主 体

◆少子高齢化の進展、歯科疾病構造の変化など、歯科保健医療を取り巻く状況は大きく変化している。地域により、歯科医療資源の状況等は異なるこ

とから、地域の実情を踏まえた歯科医療提供体制を構築することが求められている。

◆「骨太の方針2023」においても、「歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む」との方針が示されている。

１ 事 業 の 目 的

歯科医療提供体制構築推進事業

令和６年度概算要求額 2.7億円（2.6億円）※（）内は前年度当初予算額

補助対象事業のイメージ（案）
・ＮＤＢ（National Database; レセプト情報・特定健診等情報データベース）やＫＤＢ（Kokuho Database; 国保データベース）等を活用した地域の

歯科保健医療提供状況の状況に関する分析及び分析結果に基づく歯科医療提供体制（医科歯科連携体制の構築等を含む）の検討
・病院歯科と歯科診療所の機能分化や役割分担、かかりつけ歯科医の役割の位置づけ等に関する協議、検討
・口腔機能低下、摂食嚥下障害等の患者への食支援に関する多職種連携体制の構築
・障害児者等への歯科医療提供体制、災害時・新興感染症発生時の歯科保健医療提供体制の構築

介護保険施設

歯科大学附属病院、
歯科病院、病院歯科

地域包括支援センター

地域住民

歯科医師
(かかりつけ歯科医）

病院(医科)・ 医科診療所

歯科診療所

歯科医療機関

予防の推進

役割分担

口腔保健センター

【地域完結型歯科保健医療の提供へ】

機能分化、役割分担

医科歯科連携

介護施設等と歯科医療機関との連携医科歯科連携の推進歯科診療所・病院間の機能分化・連携の充実・強化

新興感染症発生時の歯科医療体制病院歯科の位置づけかかりつけ歯科医の機能・役割 災害時の歯科医療提供

医政局歯科保健課（内線2583）

第９回歯科医療提供体制等に関する検討会 参考

資料１令和５年10月４日
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新型コロナウイルス感染症患者等に対する歯科医療提供体制の検討状況

○ 令和２年６月19日付け厚生労働省医政局歯科保健課長通知等を踏まえた新型コロナウイルス感染症患
者等に対する歯科医療提供体制の検討状況については、「歯科的な応急処置が必要な患者を受け入れる
医療機関の設定をしている都道府県」は19か所、「感染拡大期における歯科医療提供体制に関して協議を
実施している都道府県」は23か所であった。

歯科的な応急処置が必要な患者を受け入れる医療機関の設定をしている都道府県数 19

感染拡大期における歯科医療提供体制に関して協議を実施している都道府県数 23

設定していない理由（複数選択）

他の医療機能に比べて優先順位が低いため 6

協議の必要がないと考えるため 2

協議する関係団体等が分からないため 0

協議する関係団体等の理解が得られないため 1

その他 11

設定していない理由（複数選択）

現在、医療機関・関係団体等と調整中（方向性は未定） ５

受入可能な医療機関がみつからない（医療機関・関係団体等
と調整がついていない）ため

２

他の医療機能に比べて優先順位が低く、調整する余裕がない
ため

２

今後、医療機関・関係団体等と調整予定 ５

設定の必要がないと考えるため ２

その他 12

歯科的な応急処置が必要な患者を受け入れる
医療機関の設定をしていない理由（複数選択）

感染拡大時期における歯科医療提供体制に関して
協議を実施していない理由（複数選択）

（その他の理由）
・治療が必要な場合感染症指定医療機関で対応することとしている。
・ケースの状況に応じて対応することとしている。
・これまで必要に迫られたことがない、相談事例もない。

（その他の理由）
・すでに連携体制がとれている。
・現在の体制で対応可能と考える。
・今後検討する
・個別事例により調整・協議する予定。

出典：医政局歯科保健課調べ

第1回歯科医療提供体制等に関する検討会 資料

２令和３年２月19日

参考
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18

新型コロナウイルス感染拡大下における歯科医療提供体制構築の例

出典：令和２年度厚生労働省委託事業「歯科医療提供体制推進等事業等一式報告書 」

＜新興感染症発生時における長野県の取り組み事例＞

参考
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19

歯科診療における院内感染防止対策の推進

➢ 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保す
る観点から、歯科初診料における歯科医師及び 職員を対象とした研修等に係る要件を見直すととも
に、基本診療料の評価を見直す。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－５ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －①

改定後

【初診料】
１ 歯科初診料 264点
【再診料】
１ 歯科再診料 56点

［施設基準］
１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を

確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及

び新興感染症に対する対策の研修を４年に１回以上、定
期的に受講している常勤の歯科医師が１名以上配置され
ていること。

(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施し
ていること。

現行

【初診料】
１ 歯科初診料 261点
【再診料】
１ 歯科再診料 53点

［施設基準］
１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保し

ていること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に

１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が１名
以上配置されていること。

(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策等の院内研修等を実施していること。

［経過措置］
令和４年３月31日において、現に歯科点数表の初診料の注１の届出を行っている保険医療機関については、令和５年３月31日までの間に限り、１の(3)及び

（4）の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日の間に（3）の研修を受講した者については、当該研修を受けた
日から２年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。

基本診療料の施設基準及び評価の見直し



調剤基本料 連携強化加算：２点

［算定要件の概要］
地域支援体制加算を算定している場合に、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の

発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において調剤を行った場合に所定点数を加算する。

［施設基準の概要］

■医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制の確保

・医薬品の提供施設として薬局機能の維持

・避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等

・災害の発生時における体制や対応についての手順書等の作成と薬局内の職員への共有

・医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等に関する研修の実施

■都道府県等と適切に連携するために地域の協議会又は研修等に積極的に参加

・地域の協議会、研修又は訓練等への参加の計画の作成（年１回程度の参加が望ましい）

・必要に応じて地域の他の保険薬局等との協議会等の結果の共有

■体制を確保していることについてホームページ等で広く周知

・体制を確保していることについて薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表

■都道府県等からの協力要請があった場合に地域の関係機関と連携し必要な対応を実施（※）

・夜間休日など含めて新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売体制を備えていること

・新型コロナウイルス感染症治療薬を自局で備蓄・調剤していること

※令和４年４月の施行当初はＰＣＲ等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録・実施とホームページ等での周知することを要件とし
ていたが、令和５年４月より現在の規定に改正
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○ 災害や新興感染症の発生時等においても薬局が継続して地域の医薬品供給や衛生管理に関する対応
等を維持できる体制を評価する観点から、令和4年度診療報酬改定において連携強化加算を新設。

新興感染症の発生時等における薬局の体制の評価 中医協 総－２

５． ７． ２６



20.5
21.0

12.1
13.5

14.1
19.8

14.7
18.2

21.7

14.0

14.6

17.8
17.4

23.0
20.7

19.1
22.7

32.7
22.7

11.4

27.9

15.6

20.3

15.4
22.1

17.5
24.7

26.5
25.2

23.4
21.2

24.8

16.7

24.4
22.4

22.8
30.0

24.9
28.2

26.8

21.1

25.8

15.4
15.6

19.8
8.6

16.8

7.1

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

全
体

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

■ 全薬局あたりの新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局の割合※２ （令和５年６月20日時点:34,215施設）

○ 薬局において約２割が連携強化加算の届出を行っており、検査キットや治療薬の対応も実際に行ってい
た。

■ 全薬局あたりの都道府県別連携強化加算の届出割合※1 

（令和5年６月1日時点：12,678施設）

出典：※１届出薬局数については保険局医療課調べ（令和５年５月１日）
※２新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局は新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局・店舗マップ・リストのホームページ参照（令和5月6月時点）
※３新型コロナウイルス治療薬の調剤実績についてはNDBデータ（令和４年12月診療分）
※４薬局数については令和４年度衛生行政報告参照（令和３年度61,791施設）

【連携強化加算の算定要件見直し】令和５年４月１日より下記要件へ変更
• 新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応及びホームページ等での周知
• 新型コロナウイルス感染症治療薬の備蓄・調剤

■ 全薬局あたりの新型コロナ治療薬（ラゲブリオ：一般流通品）の調剤実績のある薬局の割合※３ （令和4年12月時点:14,511施設）
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薬局における新型コロナウイルス感染症への対応状況① 中医協 総－２
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感染症発生・まん延時における自宅療養患者等に対応する薬局について

○ 改正感染症法により、都道府県知事は各医療機関等の機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん

延時に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う医療機関等をあらかじめ適切に確保することとされている。

○ 協定を締結した薬局は、第二種協定指定医療機関として、関係機関や事業所間で連携しながら、自宅・宿泊療養

者、高齢者施設での療養者等への医薬品対応等を行う。

第二種協定指定医療機関（薬局）の指定要件 具体的な内容

⚫当該薬局に所属する者に対して、最新の知

見に基づき適切な感染防止等の措置を実施

することが可能であること

• 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染

対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練

等）を適切に実施し、医療の提供を行う

⇒ 令和５年度の予算事業で、感染対策に必要な知識・技能を習得

させる薬局薬剤師向けの研修プログラムの作成等を実施中。薬局

における感染対策に関する研修として当該プログラムを活用する

ことを想定。

⚫新型インフルエンザ等感染症等発生等公表

期間において、都道府県知事からの要請を

受けて、外出自粛対象者に対して医薬品等

対応（調剤・医薬品等交付・服薬指導等）

を行う体制が整っていると認められること

• 患者の求めに応じてオンライン服薬指導の実施が可能

• 薬剤の配送等の対応を行っている

• 夜間・休日、時間外の対応（輪番制対応含む）を行っている

• 健康観察の対応（特に高齢者施設等への対応）が可能

※ 医療用マスク等の個人防護服（PPE）等の備蓄は任意事項
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令和５年度 薬剤師の資質向上等に資する研修事業（予算事業）

• 医療技術の高度化・専門分化や少子高齢化に伴い、薬剤師の機能強化・専門性向上に資する生涯教育が重要である。

• 改正後の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第36条の３第１項の規定に基づく医療措置協定に関して、

薬局も都道府県知事との協定締結の対象となった（令和６年４月１日施行）。

• 当該薬局においては、新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応と、そのための体制として、関係学会等の最新

の知見に基づくガイドライン等を参考にした、研修・訓練等を含む感染対策の適切な実施が求められることになる。

• 本事業では、薬剤師の継続的な生涯教育の一環として、感染対策を適切に実施するための研修を実施することにより、更なる薬剤

師の機能強化・専門性向上を図り、新興感染症の発生・まん延にも対応可能な地域の医療提供体制の確保につなげる。

• 最新の知見に基づく内容となるよう、関係学会等と適切に連携のうえ、一般的な感染対策に加え、新興感染症への対応を含めた薬

局における感染対策に関する指針の作成

• 感染対策に必要な知識・技能を習得させる研修プログラムの作成・実施（確認テスト、薬局内での感染対策に関する訓練を含む）

• 指針及び研修プログラムには、以下の内容を含める。

２ 事 業 内 容

１ 事 業 目 的

公益社団法人日本薬剤師会

３ 実 施 主 体

❶標準予防策と経路別予防策 ❷洗浄・消毒・滅菌 ❸血液体液曝露対策 ❹ワクチンによる感染症の予防

❺院内感染関連微生物とその検査法及び国内外の疫学 ❻インフルエンザやノロウイルス感染症、薬剤耐性菌のアウトブレイク対策

❼新型コロナウイルス感染症や類似の新興感染症への対応

（患者や疑い患者の対応に必要な環境整備・個人防護具の適正使用、環境消毒等を含む）

❽抗菌薬適正使用とAMR対策アクションプラン ➒感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携
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24
出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）より保険局医療課で作成

○ 薬局における24時間対応可能な体制や、夜間・休日対応のための医療機関との連携体制の整備につい
ては、地域支援体制加算を届けている薬局で高い傾向にある。

○ 開局時間外の相談・調剤等への対応（令和５年６月時点）についても、一定程度対応されている実態があ
り、地域支援体制加算を届け出ている薬局で高い傾向がみられた。

薬局における開局時間外の対応体制

■24時間対応が可能な体制の整備状況 ■夜間・休日の対応のための医療機関との連携体制

■開局時間外の電話対応 ■開局時間外の調剤応需への対応
■開局時間外の患者宅への訪問対応
（在宅対応をしている場合のみ）

開局時間外の体制整備の状況（地域支援体制加算の届出別）

開局時間外の相談・調剤への対応状況（令和５年６月）（地域支援体制加算の届出別）

58.7%

76.8%

37.8%

3.9%

5.6%

1.9%

25.4%
2.8%

51.5%

2.7%

2.8%

2.6%

9.3%

12.1%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

自薬局単独で24時間対応が可能な体制を整えている

近隣の保険薬局と連携して24時間対応が可能な体制

24時間対応が可能な体制を整えていない

その他

無回答

43.6%

61.2%

23.3%

54.7%

37.3%

74.6%

1.8%

1.5%

2.1%

0% 50% 100%

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

はい いいえ 無回答

65.5%

79.2%

49.6%

33.1%

20.2%

48.1%

1.4%

0.6%

2.4%

0% 50% 100%

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

はい いいえ 無回答

23.1%

30.1%

15.2%

73.7%

67.7%

80.6%

3.2%

2.2%

4.3%

0% 50% 100%

はい いいえ 無回答

28.5%

33.1%

17.6%

69.5%

64.8%

80.6%

2.0%

2.1%

1.8%

0% 50% 100%

全体 (n=745)

届出あり (n=522)

届出なし (n=222)

はい いいえ 無回答
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○ 薬局における新型コロナウイルス感染症の感染対策としては、主に患者の待合場所の分離によるゾーニ
ングで対応していた。

薬局における感染対策

■新型コロナウイルス感染患者（疑い患者含む）の
来局時における薬局でのゾーニングの状況（n=1008、複数回答）

■薬局での感染対策の状況（n=1008、複数回答）

薬局における感染対策の状況（令和５年７月１日時点）

薬局における感染対策の例

コロナ陽性・疑い患者への対応
用スペースの設置

患者待合室の換気促進のため、
填め込み式の簡易型吸排気換
気扇を設置

一般の患者との受付・待合を分離する
ため、コロナ陽性・疑い患者の対応のた
めの受付・待合スペースを設置

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の
評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）

16.6%

68.6%

97.0%

8.5%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入り口に体温計を設置している

マスク着用を案内している

手指消毒剤を入り口に設置している

その他

無回答

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

14.6%

5.2%

17.4%

61.8%

12.5%

3.0%

3.9%

5.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

待合室は共同とし
その中でゾーニングして距離を確保している

薬局の建物外に待合場所等を設置している

薬局内の別室を確保している

待合患者は駐車場で待機する

新型コロナウイルス感染患者とその他で
その他で分離していない

新型コロナウイルス感染患者の来局の時
間を分けて対応している

その他の方法で分離している

その他

※全体のみ数値(%)を表示
※全体のみ数値(%)を表示



○ 薬局の約７割で新型コロナウイルス感染症治療薬が取り扱われており、地域支援体制加算の届出を行っている薬局で
は8割を超えている。

○ 薬局においてオンライン服薬指導の体制は一定程度整備されており、地域支援体制加算の届出を行っている薬局では
５割を超えている。

○ 薬事承認された新型コロナウイルス抗原検査キットを取り扱っている薬局は全体で７割を超えており、地域支援体制加
算を届け出ている薬局では８割を超えている。

薬局における新型コロナウイルス感染症治療薬等の提供体制

治療薬、オンライン服薬指導、抗原定性検査キットの取扱い状況（地域支援体制加算の届出別）

３．外来医療体制
(1)基本的考え方

○ また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局においては、これまでも自宅・宿泊療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要な服薬指導等を実施していただい
ているところであるが、各都道府県において、一般流通する経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局を把握し、公表すること等について地域の医療関係者とも協議を行いながら、地域において経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確保に向けた
取組を行っていくことが重要である。

(3)感染拡大局面を見据えた体制強化・注意喚起等
○ 今冬の感染拡大に備える観点からも、確認事務連絡の「２外来体制について」でもお示ししている内容に沿って対応することが重要である。具体的には、限りある医療資源の中で、高齢者等重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するため、広く一般的な医療
機関で新型コロナの診療に対応する体制への移行を着実に進めるとともに、
・（略）
・重症化リスクの低い方に対する抗原定性検査キットによる自己検査及び自宅療養の実施、あらかじめの抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の用意等の住民への呼びかけ
・（略）
等の感染拡大局面を見据えた体制強化、注意喚起等の取組は引き続き推進すること。

７．自宅療養等の体制
(3)オンライン診療・オンライン服薬指導の活用
○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導（以下「オンライン診療等」という。）の活用も有用である。このため、過去の体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き続き活用していただきたい。その際には、「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月30日付け厚生労働省医政局長通知の別紙）、「オンライン服薬指導の実施要領」（令和４年９月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添）に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備し
ていただきたい。（以下略）

（参考）新型コロナウイルス感染症の令和５年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
（令和５年９月15日付け厚生労働省事務連絡）（関係部部のみ抜粋）

■オンライン服薬指導の実施体制 ■薬事承認された検査キットの取り扱い対応
（令和5年7月1日時点）

■新型コロナウイルス感染症治療薬の取り扱い
（令和5年7月1日時点）
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出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）

68.3%

85.0%

49.2%

30.1%

13.7%

48.9%

1.6%

1.3%

1.9%

0% 50% 100%

全体 (n=1008)

届出あり (n=539)

届出なし (n=468)

いずれかの治療薬の取り扱いあり

いずれにも対応していない

無回答

46.3%

52.3%

39.5%

52.1%

46.8%

58.1%

1.6%

0.9%

2.4%

0% 50% 100%

あり なし 無回答

81.4%

89.7%

72.0%

17.5%

9.6%

26.5%

1.1%

0.7%

1.5%

0% 50% 100%

取り扱いあり 対応していない

無回答



１．新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する
評価について

２．新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について

３．薬剤耐性対策に対する評価について

４．課題・論点
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令和６年度以降の診療報酬体系について

○ 新型コロナへの対応については、令和６年度以降は医療提供体制は通常の対応へ完全移行し、診療報
酬においては、恒常的な感染症対応への評価となるように見直しを行うこととされている。

出典：令和５年９月15日厚生労働省公表資料より（一部改変）

医療提供体制等
通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により、冬の感染拡大に
対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行

R5.5/8（５類移行） R6年度

新たな体系に向けた取組の実施

診療報酬
介護報酬
同時改定

感染拡大 感染拡大？

○幅広い医療機関による自律的な
通常の対応への移行

・冬の感染拡大に先立ち、対応
医療機関の維持・拡大を促進

（外来の拡大、軽症等の入院患
者の受入）

夏 冬

新たな体系の実施

○通常の対応へ完全移行

・確保病床に依らない形
での体制

・新たな報酬体系
（恒常的な感染症対応へ

の見直し）

検証 検証

取組の見直し・重点化

10/1

○冬の感染拡大に備えた重点的・
集中的な入院体制の確保等

・確保病床の重点化
（重症・中等症Ⅱ、感染拡大の

状況に応じた対応）

・診療報酬特例、高齢者施設等
への支援見直し・継続



感染症医療に対する評価に関するこれまでの主な意見②

（新興感染症以外の感染症に対する医療について）

〇 感染対策向上加算等の届出を行っている医療機関においては、入院患者の受入等、感染症対
応に関する役割を果たすようにすべき。

○ 前回の診療報酬改定において感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、及び重症患者対
応体制強化加算の新設並びに ECMO の評価拡充が行われており、平時の感染症医療はこれら
既存の項目により評価すべき。

○ 歯科診療においても、適切な感染防止対策は重要であり、診療報酬上の評価が必要。

○ 薬局における感染対策についても、何かしらの評価や配慮が必要。

○ 医療機関による高齢者施設に対する迅速な医療支援や感染対策の助言、実地指導とともに、高
齢者施設における退院患者の円滑な受入れに対する支援が重要であり、介護報酬の改定とあわ
せて、連携を推進すべき。

○ 感染対策向上加算を届け出ていない医療機関における感染対策についても、より進むよう支援
をすべき。
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新型コロナの類型変更（令和５年5月）
に伴う方向性・考え方

令和５年９月まで 令和５年10月～

外
来

空間分離・時間分離に必要な人員、
PPE等の感染対策を引き続き評価

その上で受入患者を限定しないことを
評価する仕組みへ

①300点【対応医療機関の枠組みを前提として、院
内感染対策に加え、受入患者を限定しな
い形に８月末までに移行】 又は、

②147点【①に該当せず、院内感染対策を実施】

①147点【対応医療機関であって、院内感染対策
を実施し、受入患者を限定しない】

又は、

②50点 【①に該当せず、院内感染対策を実施】

届出の簡略化などの状況変化
を踏まえて見直し

位置付け変更に伴い医療機関が
実施する入院調整等を評価

147点
【初診時含めコロナ患者への療養指導（注）】
※ロナプリーブ投与時の特例（３倍）は終了

(注)家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導

終了

950点/回
【コロナ患者の入院調整を行った場合】

100点/回
【コロナ患者の入院調整を行った場合】

在
宅

緊急往診は、重症化率の変化に伴う
必要性の低下を踏まえて見直し

介護保険施設等での療養を支援する
観点から同施設等に対する
緊急往診は引き続き評価

950点
【緊急の往診】

※介護保険施設等への緊急往診は2,850点

300点
【緊急の往診】

※介護保険施設等への緊急往診は950点

950点
【介護保険施設等において、看護職員とともに、

施設入所者に対してオンライン診療を実施する場合】

300点
【介護保険施設等において、看護職員とともに、

施設入所者に対してオンライン診療を実施する場合】

往診時等の感染対策を

引き続き評価
300点

【コロナ疑い/確定患者への往診】

50点
【コロナ疑い/確定患者への往診】

診療報酬の取扱い（新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①）

〇 診療報酬上の特例措置について、現場の実態等も踏まえつつ、点数の見直しを行う（令和５年10月１日～）。

Ｒ
６
改
定
に
お
い
て
恒
常
的
な
感
染
症
対
策
へ
の
見
直
し
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新型コロナの類型変更（令和５年5月）
に伴う方向性・考え方

令和５年９月まで 令和５年10月～

入
院

入院患者の重症化率低下、看護補助者の
参画等による業務・人員配置の効率化等を

踏まえて見直し

介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価

①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍

（＋2,112～＋8,159点/日）

②中等症患者等（急性期病棟等）
救急医療管理加算１ : ２～３倍

（1,900～2,850点/日）

※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟（例：地域包括ケア

病棟等）が受け入れる場合は加算（＋950点/日）

①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
（＋845～3,263/日）

②中等症患者等（急性期病棟等）
救急医療管理加算２ : ２～３倍
（840～1,260点/日）

※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟（例：地域包括ケア

病棟等）が受け入れる場合は加算（＋420点/日）

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日
（60日目まで。さらに14日目までは＋950点）

コロナ回復患者を受け入れた場合

500点/日
（14日目まで）

必要な感染対策を

引き続き評価

250～1,000点/日
(感染対策を講じた診療)

125点～500点/日
(感染対策を講じた診療)

300点/日
(２類感染症の個室加算の適用)

300点/日
(２類感染症の個室加算の適用)

250点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)

50点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)

歯
科

コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価

298点
（治療の延期が困難なコロナ患者

に対する歯科治療の実施）

147点
（治療の延期が困難なコロナ患者

に対する歯科治療の実施）

調
剤

コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価

薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:２倍（＋59点又は＋45点）

自宅・介護施設等への対応を評価
（訪問対面500点、電話等200点を算定可）

薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料：1.5倍（+30点又は+23点）

自宅・介護施設等への対応を評価
（訪問対面：500点/200点を算定可）

診療報酬の取扱い（新型コロナの診療報酬上の特例の見直し②）

Ｒ
６
改
定
に
お
い
て
恒
常
的
な
感
染
症
対
策
へ
の
見
直
し

※このほか、令和５年５月８日から令和６年３月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例（＋147点／３月ごとに算定可） 31



令 和 ４ 年 １ ～ ８ 月 に お け る 新 型 コ ロ ナ の 重 症 化 率 ・ 致 死 率 に つ い て

➢ 協力の得られた石川県、茨城県、広島県のデータを使用し、令和４年１～８月に診断された新型コロナウイルス感染者を対象に、年齢階級
別に重症化率及び致死率を２ヶ月毎（届出日基準）に算出した。

➢ 人工呼吸器を使用、ECMOを使用、ICU等で治療のいずれかの条件に当てはまる患者を重症者と定義し、重症化率は、経過中重症に至ったが、
死亡とならなかった患者、重症化して死亡した患者、重症化の定義を満たさずに死亡した患者の合計を、感染者数で割ったものである。死
亡者数は、COVID-19の陽性者であって、死因を問わず亡くなった者を計上※１している。

➢ 本データは感染者が療養及び入院期間が終了した際のステータス又は期間の終了日から30日経過した時点でのステータスに基づき算出して
おり、今後重症者数や死亡者数は増加する可能性がある点に留意。

※１ 茨城県は医師の判断において明らかに別の死因によるもの（溺死や交通外傷等）は除外して集計している。
※２ 令和４年１～２月、３～４月のデータは再掲。（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000987078.pdf）
※３ 95%信頼区間はClopper-Pearson’s exact binomial confidence interval により算出。
※４ 感染者数は感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であり、無症候性病原体保有者を含む全ての感染者を補足できておらず、重症化率・致死率を過大評価している可能性がある。
※５ 各期間における感染者数、重症者数、死亡者数を単純に集計しており、背景因子等が調整されていないことに留意が必要。

年齢 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上

Ｒ.４※２

１～２月

感染者数 (人) 18,511 17,400 18,549 18,274 17,354 10,598 6,887 5,357 3,949 2,159

重症 / 死亡者数 (人) 4 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 8 / 3 13 / 3 40 / 20 109 / 66 168 / 145 140 / 134

重症化率 (%)
(95%信頼区間※３)

0.02
(0.01-0.06)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.01
(0.00-0.03)

0.05
(0.02-0.09)

0.12
(0.07-0.21)

0.58
(0.42-0.79)

2.03
(1.67-2.45)

4.25
(3.65-4.93)

6.48
(5.48-7.61)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.02
(0.00-0.05)

0.03
(0.01-0.08)

0.29
(0.18-0.45)

1.23
(0.95-1.56)

3.67
(3.11-4.31)

6.21
(5.23-7.31)

Ｒ.４※２

３～４月

感染者数 (人) 28,020 25,422 20,055 23,085 21,106 10,957 5,864 3,711 2,287 1,112

重症 / 死亡者数 (人) 5 / 0 1 / 0 1 / 0 4 / 0 7 / 2 18 / 5 19 / 6 57 / 35 71 / 61 48 / 45

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0.02
(0.01-0.04)

0.00
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.03)

0.02
(0.00-0.04)

0.03
(0.01-0.07)

0.16
(0.10-0.26)

0.32
(0.20-0.51)

1.54
(1.17-1.99)

3.10
(2.43-3.90)

4.32
(3.20-5.68)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.01
(0.00-0.03)

0.05
(0.01-0.11)

0.10
(0.04-0.22)

0.94
(0.66-1.31)

2.67
(2.05-3.41)

4.05
(2.97-5.38)

Ｒ.４
５～６月

感染者数 (人) 14,036 13,564 12,285 12,855 11,318 6,059 3,571 2,683 1,591 757

重症 / 死亡者数 (人) 0 / 0 0 / 0 1 / 0 5 / 0 2 / 1 4 / 2 7 / 2 14 / 7 19 / 17 16 / 15

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0.02
(0.00-0.06)

0.02
(0.00-0.07)

0.02
(0.00-0.06)

0.05
(0.01-0.14)

0.25
(0.12-0.48)

0.45
(0.23-0.78)

1.19
(0.72-1.86)

2.64
(1.62-4.05)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0.01
(0.00-0.05)

0.03
(0.00-0.12)

0.08
(0.02-0.25)

0.22
(0.08-0.49)

1.07
(0.62-1.71)

2.51
(1.52-3.89)

Ｒ.４
７～８月

感染者数 (人) 59,685 58,331 61,437 65,130 68,434 47,458 30,098 22,355 13,032 6,030

重症 / 死亡者数 (人) 8 / 0 4 / 0 3 / 1 9 / 4 11 / 2 17 / 11 34 / 21 104 / 76 191 / 165 164 / 157

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0.01
(0.01-0.03)

0.01
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.01)

0.01
(0.01-0.03)

0.02
(0.01-0.03)

0.04
(0.02-0.06)

0.11
(0.08-0.16)

0.47
(0.38-0.56)

1.47
(1.27-1.69)

2.72
(2.32-3.16)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.01)

0.00
(0.00-0.01)

0.01
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.01)

0.02
(0.01-0.04)

0.07
(0.04-0.11)

0.34
(0.27-0.43)

1.27
(1.08-1.47)

2.60
(2.22-3.04)

第111回新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード(事務局提出資料) 資料４

令和４年12月21日
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※１：CDC (Centers for Disease Control and Prevention)「Guidelines for Healthcare Settings (Influenza) 」（2021年5月13日） ※２：国公立大学附属病院感染対策協議会「病院感染対策ガイドライン」 （2020年３月増補）
※３：CDC (Centers for Disease Control and Prevention)「Infection Control Guidance (COVID-19) 」（2022年9月23日） ※４：国立感染症研究所・国立国際医療研究センター「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2021年8月6日）
※５：日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第４版」（2021年11月22日） ※６：同じ感染症患者同士を同室に集めること
※７：日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第５版」（2023年１月17日）

日 米 の イ ン フ ル エ ン ザ と コ ロ ナ に お け る 院 内 感 染対 策 ガ イ ド ライ ン の 記 載 と
ガ イ ド ラ イ ン 改 定 を 踏 ま え た コ ロ ナ ５ 類 移 行 後 の院 内 感 染 対 策の 周 知 事 項 につ い て

• 日米の院内感染対策のガイドライン等における季節性インフルエンザ（インフル）と新型コロナウイルス感染症（コロナ）患者の感染管理に関
する記載内容を参照した。

• インフルと比較した、コロナにおける記載の概要は以下のとおり（下表の下線部が相違点）

※相違点：個人防護具(Ｎ９５マスクが推奨される場面が多い)、 換気対策（より十分な対応が推奨）

• ５類移行後も必要な感染対策は講じていくべきであり、ガイドラインに沿いつつ効率性と安全性を両立した対応を周知し対応医療機関の裾野を広げる。

インフル・コロナ患者の感染管理に関する記載（一部抜粋・要約）

個 人 防 護 具
病 室 ・ ゾ ー ニ ン グ 換 気 対 策

マ ス ク マ ス ク 以 外 の 個 人 防 護 具

イ
ン
フ
ル

米国※１

• サージカルマスク（必ず）
• N95マスク又はそれと同等のマス

ク（エアロゾルが発生する可能性
のある手技）

• 手袋・ガウン（分泌物等に触れる可能
性があるとき）

• アイプロテクション（エアロゾルが発
生する可能性のある手技時）

• 個室
• コホーティング※6可

• エアロゾル産生手技は陰圧
室で実施

日本※２ ・サージカルマスク（必ず） • 手袋・ガウン・アイプロテクション
(適宜着用)

• 個室
• コホーティング※６可

・記載なし

コ
ロ
ナ

米国※３

• N95マスクや同等の性能のマスク
(状況を問わず)

• 手袋・ガウン・アイプロテクション
(状況による選択の記載なし)

• 個室（トイレ付き）
• コホーティング※６可
• 担当する医療従事者をシフ

ト中は固定することを検討

• 病室とすべての共有空間の
換気改善

• エアロゾル産生手技は陰圧
室で実施

日本 (従来)
※４※５

• サージカルマスク（必ず）
• N95マスク又はそれと同等のマス

ク（エアロゾルが発生する可能性のある

手技・その他状況により※5)

• 手袋・ガウン・アイプロテクション
（検体採取や手技などに応じて使用）

• 個室
• コホーティング※6や専用病

室、専用病棟など状況や設
備に応じて判断※５

• 十分換気する※４

• エアロゾル産生手技が高頻
度に実施される患者を優先
的に陰圧室に収容※５

日本※７

(2023年１月の学会
ガイドライン改定)

主な変更赤字

・サージカルマスク（必ず）
・N95マスク又はそれと同等のマス

ク（エアロゾルが発生する可能性のある

手技・その他状況により）

＊N95を推奨する状況の記載を充実

・アイプロテクションは継続
・手袋・ガウンは、患者および患者周囲

の汚染箇所に直接接触する場合に装着
（直接接触しない場合は不要）

・個室・コホーティング※６可
・専用病棟化は基本的に不要

・換気・クリーンパーティ
ションの利用等により
空気の流れを工夫

・陰圧室に関して同様

中医協 総－２
５ ． ３ ． １
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感染経路別の予防策

標準予防策 空気予防策 飛沫予防策 接触予防策

感染媒体
•血液、体液
•分泌物、排泄物
•創のある皮膚、粘膜

•飛沫核粒子
•空気の流れにより飛散

•飛沫粒子 •直接接触して伝播
•皮膚同士の接触
•汚染された器具や環境

主な疾患
及び微生物

感染症の有無に関わらず全ての患者に適応 •結核、麻疹、水痘 • インフルエンザ、流行性耳下
腺炎、風疹など

•腸管出血性大腸菌、MRSA、
C. difficile, 緑膿菌など

患者配置
環境を汚染させるおそれのある患者は個室隔
離

•個室隔離（陰圧、６回以
上/時の換気、院外(HEPA
フィルター)排気）

•個室隔離又は集団隔離
（ベッドを２m離す）

•個室隔離、集団隔離又は患
者の排菌状態や疫学統計に
基づき対応を考慮

手洗い
•血液、体液、分泌物、排泄物、創のある皮
膚、粘膜に接触後

•手袋を外した後
（標準予防策と同様） （標準予防策と同様）

•患者接触時、汚染表面接
触時に手洗い

手袋
•血液、体液、分泌物、排泄物、創のある皮
膚、粘膜に接触時

•使用後、速やかに外し手洗い
（標準予防策と同様） （標準予防策と同様）

•患者ケア時手袋を着用
•汚染物に触った後は交換
•部屋を出る前に外し、手洗い

マスク
ゴーグル

•血液、体液が飛散し、目、鼻、口を汚染する
可能性がある場合

•入室時にN95マスクを着用 •患者から２m以内に近づくと
きにサージカルマスクを着用

（標準予防策と同様）

ガウン

•血液、体液、分泌物、排泄物で衣服が汚染
する可能性がある場合

•汚染されたガウンはただちに脱ぎ手洗いする
（標準予防策と同様） （標準予防策と同様）

•患者、環境表面、物品と接
触する可能性がある場合

•入室時に着用し退室前に脱
ぐ

器具
•汚染した器具は、粘膜、衣服、環境等を汚
染しないように注意

•再使用のｍのは清潔であることを確認
（標準予防策と同様） （標準予防策と同様）

•可能な限り専用とする
•専用でない場合は他患者に
使用前に消毒

○ 空気感染、飛沫感染又は接触感染によって伝播する感染症の患者に対しては、感染経路によって、標準
予防策に加えて個人防護具の装着や個室隔離等が求められている。

出典：国公立大学附属病院感染対策協議会「病院感染対策ガイドライン」 （2020年３月増補）より抜粋・一部改変
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新規感染症患者数（罹患率）

14,790
(0.273%)

0
(0.000%)

24
(0.0004%)

178
(0.003%)

60
(0.001%)

2
(0.000%)

541
(0.010%)

薬剤耐性菌を原因とする感染症について

○ 院内感染対策に関するガイドラインでは、感染対策において疫学的に重要な病原体の特徴として、薬剤
耐性等を挙げている。

○ 五類感染症には、MRSA感染症など７つの薬剤耐性菌を原因とする感染症が位置付けられており、入院
患者のうち0.29％に認められている。

＜疫学的に重要な病原体の特徴＞（CDC; 2007 Guideline forIsolationPrecautions: PreventingTransmission of Infectious Agents inHealthcare Settings）

•医療機関内で感染拡大傾向にある病原体（インフルエンザ、ＲＳＶ等） •第一選択薬に抵抗を示す病原体（ＭＲＳＡ等）

•非典型的な薬剤耐性のパターンを示す病原体（キノロン耐性緑膿菌等） •複数種類の抗菌薬に抵抗を示し治療が困難な病原体（アシネトバクター等）

•重症疾患、高い死亡率等と関連する病原体（ＭＲＳＡ等） •新興・再興病原体

あわせて0.29%

「院内感染対策サーベイランス(JANIS) 全入院患者部門」
への参加医療機関割合（2022年）

「院内感染対策サーベイランス(JANIS) 全入院患者部門」
への参加医療医療機関の全入院患者約540万人のうちの

新規感染者数（2022年）



分類 実施できる措置等 分類の考え方 必要性

一類感染症

・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

・交通制限等の措置が可能
・ヒトからヒトに伝染。

・感染力と罹患した場合の重
篤性から危険性を判断。

国内での発生・拡大が想定
され、又は発生・拡大した
場合の危険性が大きいと考
えられる感染症であり、感
染拡大を防止するため。

二類感染症
・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

三類感染症
・対人：就業制限（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

四類感染症 ・動物への措置を含む消毒等の措置 ・動物等を介してヒトに感染。

五類感染症 ・国民や医療関係者への情報提供 ・その他国民の健康に影響

新型インフルエ
ンザ等感染症

・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

・政令により一類感染症相当の措置も可能

・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自
粛要請 等

・インフルエンザ又はコロナ
ウイルス感染症のうち新たに
人から人に伝染する能力を有
することとなったもの。

・かつて世界的規模で流行し
たインフルエンザ又はコロナ
ウイルス感染症であってその
後流行することなく長期間が
経過しているもの。

指定感染症

（※）

・一～三類感染症に準じた対人、対物措置

※政令で指定。一年で失効するが、一回に限り延長可。

・既知の感染症で一から三類
感染症と同様の危険性のある
もの。

国内での発生・拡大を想定
していなかった感染症につ
いて、実際に発生又はその
危険性があるとき迅速に対
応するため。

新感
染症

当初
厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指
導・助言 ・ヒトからヒトに伝染する未

知の感染症。

・危険性が極めて高い。

未知の感染症について、万
が一国内で発生したときの
対応について法的根拠を与
えるため。

要件指
定後

一類感染症に準じた対応

感染症法の対象となる感染症の概観とその措置
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感染症法の対象となる感染症
感 染 症 類 型 感 染 症 の 疾 病 名 等

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱一 類 感 染 症 【法】

二 類 感 染 症 、重症急性呼吸器症候群（病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。） 中東呼吸【法】 急性灰白髄炎、ジフテリア 、結核、
器症候群（病原体がＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。） 鳥インフルエンザ（病原体がインフルエ ンザウイルスＡ属イ、
ンフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１又はH７N９であるものに限る。以下「特定鳥インフルエンザ」という。）

腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス三 類 感 染 症 【法】

Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、ボツリヌス症、四 類 感 染 症 【法】
マラリア、野兎病

ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サ【政令】
ル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限
る。）、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、ニパウイ
ルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘ
ンドラウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプト
スピラ症、ロッキー山紅斑熱

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎五 類 感 染 症 【法】
を除く。）、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌感染症

アメーバ赤痢、ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染【省令】
症、感染性胃腸炎、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）、急性出血性結膜炎、急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウ

し

マ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）、クラミジア肺炎（オ
ウム病を除く。）、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、新型コロ
ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関
に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）、侵襲性インフルエンザ
菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性
風しん症候群、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ
球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、へルパンギーナ、マイコ
プラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）、淋菌感染症

※政令で指定。１年で失効するが、１回に限り延長可。指 定 感 染 症 【政令】 （現在は該当なし）

（現在は該当なし）新 感 染 症

新 型 イ ン フ ル 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症【法】
エ ン ザ 等
感 染 症

2023年５月８日現在
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新型インフルエ
ンザ等感染症

一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症 指定感染症

規定されている疾病名

新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症

エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等

結核・ＳＡＲＳ
鳥インフルエンザ
（Ｈ５Ｎ１） 等

コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等

黄熱・鳥インフルエ
ンザ（Ｈ５Ｎ１以
外） 等

新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）・
インフルエンザ・
性器クラミジア
感染症・梅毒等

※政令で指定
（現在は該当な
し）

疾病名の規定方法 法律 法律 法律 法律 法律・政令 法律・省令 政令

疑似症患者への適用 ○ ○
○

（政令で定める
感染症のみ）

－ － －

具体的に適用す
る規定は、

感染症毎に政令
で規定

無症状病原体保有者への適用 ○ ○ － － － －

診断・死亡したときの医師による届出
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（７日以内）

獣医師の届出、動物の輸入に関する措置 ○ ○ ○ ○ ○ －

患者情報等の定点把握 － －
△

(一部の疑似症のみ)
△

(一部の疑似症のみ)
△

(一部の疑似症のみ)
○

積極的疫学調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

健康診断受診の勧告・実施 ○ ○ ○ ○ － －

就業制限 ○ ○ ○ ○ － －

入院の勧告・措置 ○ ○ ○ － － －

検体の収去・採取等 ○ ○ ○ － － －

汚染された場所の消毒、物件の廃棄等 ○ ○ ○ ○ ○ －

ねずみ、昆虫等の駆除 ○（※） ○ ○ ○ ○ －

生活用水の使用制限 ○（※） ○ ○ ○ － －

建物の立入制限・封鎖、交通の制限 ○（※） ○ － － － －

発生・実施する措置等の公表 ○ － － － － －

健康状態の報告、外出自粛等の要請 ○ － － － － －

都道府県による経過報告 ○ － － － － －

※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用

感染症法に基づく主な措置の概要
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診療報酬上の施設基準等により求められる感染対策

〇 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 別添１ 医科診療報酬点数表に関する事項 第１章 基本診療料 第２部 入院料等

通則７ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、
第１節（特別入院基本料等を含む。）及び第３節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。

〇 基本診療料の施設基準等（平成二十年厚生労働省告示第六十二号）

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び得医療管理体制の基準

二 院内感染防止対策の基準

（１）メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。

（２）メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。

〇 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 別添２ 入院基本料等の施設基準等

第１ 入院基本料（特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料（以下「特別入院基本料等」と
いう。）及び特定入院基本料を含む。）及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

２ 院内感染防止対策の基準

(１) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。

(２) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月１回程度、定期的に開催されていること。なお、当該委員会を対面
によらない方法で開催しても差し支えない。

(３) 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当
の経験を有する医師等の職員から構成されていること（診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。）。

(４) 当該保険医療機関内において（病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査部において）、各病棟（有床診療所においては、当該有床診
療所の有する全ての病床。以下この項において同じ。）の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週１回程度作成されており、当該レ
ポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用される体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感
受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種
細菌の検出状況を記すものではない。

(５) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されているこ
と。ただし、精神病棟、小児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式
消毒液等を用いても差し支えないものとする。

○ 基本的な院内感染防止対策の実施等については、入院料の施設基準において求められている。



診療報酬項目 算定要件等の概要

○A210 難病等特別入院診療加算
１ 難病患者等入院診療加算 250点
２ 二類感染症患者入院診療加算 250点

• メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、後天性免疫不全症候群等により日常生活動作に著しい支
障を来している状態又は多剤耐性結核について適切な陰圧管理を実施している状態の患者が入
院した場合（１ 難病患者等入院診療加算）

• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者が第二種感染
症指定医療機関に入院した場合（2 二類感染症患者入院診療加算）

○A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算
１ 個室加算 300点 ２ 陰圧室加算 200点

• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者について、必要を
認めて個室又は陰圧室に入院させた場合

○A305 一類感染症患者入院医療管理料
１ 14日以内の期間 9,371点 ２ 15日以上の期間 8,108点

• 一類感染症の患者若しくは一類感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者が特定感染症
指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関等に入院した場合

○特定疾患療養管理料
１ 診療所 225点 ２ 許可病床数100床未満の病院 147点
３ 許可病床数100床以上200床未満の病院 87点

• 結核、慢性ウイルス肝炎等を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を
行った場合

○B001・１ ウイルス疾患指導料
イ 指導料１ 240点 ロ 指導料２ 330点

• 肝炎ウイルス、成人T細胞白血病又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して療養
上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合

○B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点 • 長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治
療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治
療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合

○B001-2 小児外来診療料、B001-2-11 小児かかりつけ診療料
注４ 小児抗菌薬適正使用加算 80点

• 急性気道感染症又は急性下痢症により受診した初診患者（インフルエンザ感染・疑い患者を除
く。）であって、抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導等を行った場合

○処置 注８ 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用加算 80点 • 急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎の６歳未満の患者（インフルエンザ感染・疑い
患者を除く。）のうち抗菌薬を使用しないものに対して療養上必要な指導等を行った場合

○手術 注11 院内感染防止措置加算（手術） • MRSA感染症、B型肝炎、C型肝炎又は結核患者に対して気管内挿管による全身麻酔等を伴う
手術を行った場合

診療報酬上の感染対策及び感染症患者に対する医療に対する評価の概要
○感染症患者又は疑い患者に対する個別の医療について評価する項目

○院内感染等感染対策の体制について評価する項目

診療報酬項目 算定要件等の概要

○A234-2 感染対策向上加算（入院初日）
加算１ 710点 加算２ 175点 加算３ 75点

• （後述）

○ 外来感染対策向上加算 ６点（患者１人につき月１回） • （後述） 40

中 医 協 総 － ２
５． ７． ２６改
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外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直し③
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－２ 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 ６点

算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間が90日を超える毎に１回 患者１人の外来診療につき月１回に限り算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 （外来感染対策向上加算の届出がないこと） 保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする（外来感染対策向上加算の届出がないこと） 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

感染制御チームの

設置

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上かつ研修修了）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上）

※ 医師又は看護師のうち１名は専従であること。

※ 必要時に、専従の医師又は看護師を、加算２、３又は外来感染対策

向上加算の医療機関に派遣する場合は、専従時間に含めてよいものとす

る。

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上又は適切

な研修を修了）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上又

は適切な研修を修了）

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（適切な研修の修了が望まし

い）

・専任の看護師（適切な研修の修了が望まし

い）

院内感染管理者（※）を配置していること。

※ 医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者

であること。

医療機関間・

行政等との連携

・保健所、地域の医師会と連携し、加算２又は３の医療機関と合同で、年４

回以上カンファレンスを実施（このうち１回は、新興感染症等の発生を想定し

た訓練を実施すること。）

・加算２、３及び外来感染対策向上加算の医療機関に対し、必要時に院内

感染対策に関する助言を行う体制を有する

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け

入れる体制を有し、そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレン

スに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定した

地域連携に係る体制について、連携医療機関等とあら

かじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け

て感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカン

ファレンスに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体

制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有

し、そのことを自治体HPで公開している

・年２回以上、加算１の医療機関又は地域の医師

会が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加

は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

サーベイランスへの

参加

院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム

（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること
地域や全国のサーベイランスに参加している場合、サーベイランス強化加算として５点を算定する。 サーベイランス強化加算として１点を算定する。

その他

・抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有する

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に抗菌薬

の適正な使用の推進に資する取組を行う

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入ることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有する

・令和４年度診療報酬改定前の感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適

正使用支援加算の要件を要件とする

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者

を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾー

ニングを行うことができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い

患者を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区

域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発

熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者

の動線を分けることができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実

施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること

ができる体制を有する

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、加算２、

３又は外来感染対策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策等に関する

助言を行った場合、指導強化加算として、30点を算定する。

感染対策向上加算２又は３を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算１を算定する保険医療機関に

対し、過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合、連

携強化加算として30点を算定する。

連携強化加算として３点を算定する。
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医療機関における院内感染対策に関する評価について

必要な体制の構築等への評価 個々の患者に実施した場合の評価

入院

〇基本的な院内感染対策の実施等（入
院料の施設基準等）
〇組織的な感染防止策の実施（感染対
策向上加算）
•感染制御チームによる院内感染状況の
把握

•感染制御チームによる職員研修
等

〇適切な感染対策及び個室管理の実施
• 一類感染症の患者（第一種感染症指定医療機関に入院し
た場合）

• 二類感染症の患者の一部※

※メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、後天性免疫不全症候群等により日常生活
動作に著しい支障を来している状態又は多剤耐性結核について適切な陰圧管理を
実施している状態の患者

• 二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者（第二
種感染症指定医療機関に入院した場合）

• 新型コロナ患者（特例）

外来

〇診療所における組織的な感染防止対策
（外来感染対策向上加算）
•院内感染管理者による院内感染事例の
把握

•院内感染管理者による職員研修
等

〇外来対応医療機関として発熱患者等に対応する際の適切な感
染対策の実施（特例）※受入患者を限定しない場合に高く評価
• 新型コロナを疑う患者等

令
和
６
年
度
改
定
に
お
け
る

恒
常
的
な
感
染
対
策
へ
の
見
直
し

○ 個々の患者に対して適切な感染対策や個室管理を行った場合に算定できる項目については、入院では一類感染症、二
類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者並びに新型コロナ患者に限られている。

〇 外来では、新型コロナの特例として、外来対応医療機関としてゾーニング等を行った上で発熱患者等の診療を行った場
合の評価がなされている。
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○ 訪問看護事業所については、令和４年度診療報酬改定において、感染症や災害が発生した場合においても、利用者が
継続して指定訪問看護の提供を受けられるよう、業務継続計画の策定が義務づけられた。

○ 感染症に係る業務継続計画には、感染症防止に向けた取組の実施や備蓄品の確保を含む「平時からの備え」、「初動対
応」、「感染拡大防止体制の確立」等の項目の記載を求めるとともに、業務継続計画に基づく必要な研修及び訓練の実
施を求めている。

訪問看護ステーションにおける業務継続計画の策定について

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」（令和４年３月４日保発 0304 第４号）（抄）
(17) 業務継続計画の策定等（基準省令第 22 条の２関係）
① 基準省令第 22 条の２は、感染症や災害が発生した場合においても、利用者が 継続して指定訪問看護の提供を受けられるよう、指定訪問看護事業者に対し、 業務継続計画を策定するとともに、

当該業務継続計画に従い、指定訪問看護ス テーションの従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実 施することを義務づけたものであること。なお、業務継続計画の策定、研修
及 び訓練の実施については、基準省令第 22 条の２に基づき指定訪問看護事業者に実施が求められるものであるが、他の指定訪問看護事業者等との連携等により 行っても差し支えない。また、
感染症や災害が発生した場合には、従業者が連 携することが求められることから、当該研修及び訓練には、全ての従業者が参 加することが望ましい。なお、業務継続計画の策定等の義務化の
適用について は、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正する省令 （令和４年厚生労働省令第 32 号）附則第２項において、２年間の経過措置が設 けられており、令和
６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容 については、厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染 症発生時の業務継続ガイドライン」
及び厚生労働省「介護施設・事業所におけ る自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定され る災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態
に応 じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定する ことを妨げるものではない。
イ 感染症に係る業務継続計画

(イ) 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
(ロ) 初動対応
(ハ) 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係 者との情報共有等）

ロ 災害に係る業務継続計画
(イ) 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが 停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
(ロ) 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
(ハ) 他施設及び地域との連携

③ 研修においては、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間 で共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行うものとする。職員教育を
組織的に浸透させていくために、定期的（年 １回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、当
該研修については、看護師等の資質の向上のための研修と一体的に実施しても差し 支えない。

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合におい て迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、 感染症や災害が発生した場合に実
践するケアの演習等を定期的（年１回以上） に実施するものとする。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施
することが 適切である。
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新興感染症の疑い患者に係るいわゆる差額ベッド代の取扱いについて

○ 第８次医療計画等に関する検討会においては、新興感染症の疑い患者について、新型コロナウイルス感
染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図るとされたことを
踏まえ、当該疑い患者に係る差額ベッド代の取扱いにつき、必要に応じて明確化を求められている。

〇 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和５年３月 31 日付け医政地発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

第２ 医療体制の構築に必要な事項

(1) 新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能（病床確保）

② 医療機関に求められる事項

・ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療
機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図ること

〇 「意見のとりまとめ（新興感染症発生・まん延時における医療）」（令和５年３月 20 日第８次医療計画等に関する検討会）

２．各医療措置協定について

（１）病床関係

⑤ 疑い患者への対応について

〇 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナ対応に当たっての協力医療機関の個室
（※）等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。

（※）関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針等を踏まえつつ、必要に応じて明確化を検討

〇 新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」（令和２年６月１６日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡）別紙２

３．施設要件

（１）新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を確保していること。

（２）確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。

（３）新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線であること。

（４）新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行えること。

（５）新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般
病床に病床種別を変更し、受け入れること。

第８次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめにおける記載事項

関連する指針

（参考）新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件
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現行のいわゆる差額ベッド代の取扱いについて

○ いわゆる差額ベッド代の取扱いについては、「ＭＲＳＡ等に感染している患者であって、主治医等が他の入院
患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合」など、病棟
管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合は特別
の料金を求めてはならないとされている。

〇 なお、「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取
した上で、適宜判断することとされている。

〇 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留
意事項について」（平成18年３月13日保医発第0313003号）

第３ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等（掲示事項等告示第２、第２の２及び第３並びに医薬品等告示関係）

12 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項

ⅰ） 入院医療に係る特別の療養環境の提供

(６) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入
院させられることのないようにしなければならないこと。

(７) （略）

(８) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択に
よらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。

① 同意書による同意の確認を行っていない場合（当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。）

② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

（略）

③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

（例）

・ ＭＲＳＡ等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の
場合

・ 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなったときは、(６)及び(７)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室
への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。



○ 急性期病院においては、個室の延べ利用人数に対して、約25%から特別の料金を求めていなかった。
○ 個室の延べ利用人数のうち、新型コロナ患者及び疑い患者であって、特別の料金を求めなかったのは約３％であった。

急性期病院における個室料を求めなかった割合
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個室の延べ利用人数のうち、一定の理由※等により
特別の料金を求めなかった人数の割合

（令和５年５月における割合）

（医療機関の割合）

（特別の料金を求めなかった割合）

個室の延べ利用人数全体のうち、コロナ患者又は疑い患者であって、
一定の理由※等により特別の料金を求めなかった人数の割合の分布
（令和５年５月における割合。令和４年８月及び令和５年５月のいずれも

新型コロナ患者を受け入れている医療機関に限る。）
（医療機関の割合）

（特別の料金を求めなかった割合）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

※① 同意書による同意の確認を行っていない場合（当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。）
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
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個室利用者延べ
人数

特別の料金を求め
なかった人数

割合

1,396,346 350,711 25.1%

(各施設における割合)

(延べ利用人数全体における割合等)

(各施設における割合)

個室利用者延べ
人数

コロナ患者であって、
特別の料金を求め
なかった人数

割合

1,179,163 38,473 3.3%

(延べ利用人数全体における割合等)
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外来感染対策向上加算の届出を行う医療機関における対応について

○ 外来感染対策向上加算の届出を行っている診療所は、届出を行っていない診療所よりもコロナ患者等の受
入を行っている割合が高く、受け入れている場合の受入人数も多かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

診療所における
外来でコロナ患者・疑い患者の受入がある割合

（令和５年１月）
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外来感染対策
向上加算届出なし(n=241)

外来でコロナ患者・疑い患者の受入がある診療所
における受入患者数

（令和５年１月、患者数の回答があった診療所）

外来感染対策向上加算を届け出る診療所の外来における
コロナ患者・疑い患者の受入人数ごとの医療機関数

（n=228, 令和５年１月）
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発熱外来における受入患者の限定について

○ 現在の新型コロナの特例における発熱患者等への対応に対する評価においては、受入患者をかかりつけ医等に限定しな
いことを公表した場合をより高く評価しており、その場合の算定が特例の算定回数の中で多くを占めていた。

○ 外来感染対策向上加算においては、新興感染症の発生時等に発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線
を分けることができる体制を有することが求められている一方で、平時の診療において発熱患者等の受入をかかりつけ患者
等に限定せず行うことは要件となっていない。

2,916,370 

4,902,983 

215,565 317,983 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

５月（5/8～のみ） ６月

①の場合 ②の場合

必要な感染予防策を講じて外来診療を
実施した場合の特例

①147点 ※令和５年９月までは300点

• 受入患者を外来対応医療機関であっ
てその旨を公表しており、必要な感染予
防策を講じた上で新型コロナ患者又は
疑い患者に外来診療を実施した場合

②50点 ※令和５年９月までは147点

• ①に該当せず、必要な感染予防策を
講じた上で新型コロナ患者又は疑い患
者に外来診療を実施した場合

類型変更後における必要な感染予防策を講じて
外来診療を実施した場合の特例の算定回数

出典：NDBデータ



（新興感染症発生時等の対応）
■ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、施設の入所者において新型コロナウイルス感染症が発生

した場合に適切な医療が提供されるよう新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関を確保するよう累
次に要請してきた。

■ 今後の新興感染症の発生時等に、入所者の早期治療介入につなげるためには、感染症の発生時に医師の診
療や入院調整等を要請できる医療機関を事前に確保しておくことが重要である。

■ 令和４年12月に成立した感染症法等の改正により、都道府県は、新興感染症等の対応を行う医療機関と協
議を行い、感染症対応に係る協定を締結（協定締結医療機関）することとしているが、これらの医療計画等
における取組に加え、介護報酬上の対応について、どのように考えられるか。

（感染症対応力の向上と感染症発生時への備え）
■ 平時からの感染症対応力の向上については、令和３年度介護報酬改定で、全サービスにおいて、感染症の

予防及びまん延防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）
の実施を経過措置３年を設けたうえで義務化することとした。

■ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、高齢者施設等において感染者が発生し、施設内療養を行
うケースが多数生じた。感染者の施設内療養を行う場合には、上述の医療機関との連携に加えて、施設内で
感染拡大を防ぐための取組が必要であるが、施設等において感染症への対応に精通した職員が少なく、施設
内感染の防止にあたって多くの課題が挙げられている。

■ なお、令和４年度診療報酬改定では、診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機
関などが連携して実施する感染症対策への参画をさらに推進する観点から「外来感染対策向上加算」が新設
されている。

■ 今般の新型コロナウイルス感染症における経験を活かし、今後も高齢者施設等における感染症対応力を更
に強化し、感染症発生時においても介護サービスを安定的・継続的に提供していくための方策について、ど
のように考えられるか。

論点①

論点① 感染症発生に備えた平時からの対応
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令和５年11月27日
社会保障審議会介護給付費分科会
資料２（抜粋）



（新興感染症発生時等の対応）
■ 高齢者施設等（介護保険施設、特定施設、認知症グループホーム）について、新興感染症の発生時等に、施設

内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症の発生時等に感染者の
対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務とするこ
ととしてはどうか。

■ 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決め
を行う中で、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務づけることとしてはどうか。

（感染症対応力の向上と感染症発生時の備え）
■ 介護サービス事業者について、令和６年度より感染症BCPの策定や感染症まん延防止のための研修・訓練の実

施等が義務化されることから、平時からの基本的な感染対策について、引き続き厚生労働省の教材等を参考に各
事業所において取組を継続することとしてはどうか。

■ その上で、高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連
携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止することが求められることから、
診療報酬における外来感染対策向上加算も参考に、
・ 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること※１

・ 協力医療機関等と感染症※２発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者
については、協力医療機関等との連携の上で施設において療養していること

・ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研
修に参加し、助言や指導を受けること

について評価することとしてはどうか。
※１ 本項１ポツ目において努力義務とする内容を要件化

※２ 新型コロナウイルス感染症を含む。

■ また、コロナ禍における感染管理の専門家による実地指導の取組を参考に、感染対策にかかる一定の要件を満
たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価すること
としてはどうか。

対応案

論点① 感染症発生に備えた平時からの対応
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令和５年11月27日
社会保障審議会介護給付費分科会
資料２（抜粋）
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感染対策向上加算の届出を行っている急性期病院における高齢者施設への助言の状況

○ 感染対策向上加算の急性期病院のうち、加算１で69%, 加算２で66%, 加算３で60%の医療機関では、高齢者施設に対して
院内感染対策等に関する助言を行っていた。

〇 高齢者施設に対して助言を行っている医療機関のうち、半数以上が施設に訪問して助言を行っていた。

院内感染対策等に関する助言を行っている高齢者施設の数

■医療機関割合 －医療機関割合（累積）

（高齢者施設数）

（高齢者施設数）

（高齢者施設数）

＜感染対策向上加算１ n=526＞

＜感染対策向上加算２ n=134＞

＜感染対策向上加算３ n=124＞

（割合） （割合、累積）

（割合） （割合、累積）

（割合） （割合、累積）

59.0%

63.6%

67.1%

41.0%

36.4%

32.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加算１届出医療機関 (n=361)

加算２届出医療機関 (n=88)

加算３届出医療機関 (n=73)

行っている 行っていない

高齢者施設に院内感染対策等に関する助言を行っている
医療機関における平時に施設内まで行って助言を行っている割合

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）



52出典：令和５年度老人保健健康増進等事業「介護現場における感染症対策の手引きの改訂、及び医療機関との感染対策の連携の充実に関する調査研究事業」

○ 介護保険施設等における感染対策について、４～５割の施設等は外部専門家による実地指導等を受けていた。
○ 外部専門家による支援の効果としては、「より適切な対応ができるようになった」、「職員の不安を軽減することができた」、

「利用者の施設内療養の課題を解決できた」等が挙げられた。
○ 外部専門家による支援を受けていない施設等のうち約７割は、外部専門家による支援について、「今後受ける予定」又は

「今後受けたい」という希望があった。

【参考】介護保険施設等における感染対策に関する外部専門家による実地指導・研修

52.0%

56.0%

45.0%

38.0%

37.8%

47.2%

44.0%

54.1%

61.7%

61.0%

0.8%

0.0%

0.9%

0.2%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護老人福祉施設(n=517)

介護老人保健施設(n=434)

介護医療院(n=351)

特定施設入居者生活介護事業所(n=439)

認知症対応型共同生活介護事業所(n=497)

はい いいえ 無回答

■感染対策に関して外部専門家による実地指導などの有無

81.8%

46.1%

29.4%

61.3%

1.9%

0.4%

79.0%

53.1%

28.0%

57.2%

1.6%

1.2%

77.8%

38.6%

30.4%

57.0%

2.5%

1.3%

74.3%

28.7%

27.5%

52.1%

3.6%

0.0%

70.2%

24.5%

22.9%

62.2%

1.6%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

より適切な対応ができるようになった

利用者の施設内療養時の課題を解決

できた

感染者数をおさえることができた

職員の不安を軽減することができた

その他

無回答

介護老人福祉施設(n=269)

介護老人保健施設(n=243)

介護医療院(n=158)

特定施設入居者生活介護事業所(n=167)

認知症対応型共同生活介護事業所(n=188)

8.2%

4.2%

8.9%

5.2%

7.6%

63.5%

61.3%

56.8%

67.5%

69.3%

20.5%

27.7%

27.9%

19.2%

17.5%

7.8%

6.8%

6.3%

8.1%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護老人福祉施設(n=244)

介護老人保健施設(n=191)

介護医療院(n=190)

特定施設入居者生活介護事業所(n=271)

認知症対応型共同生活介護事業所(n=303)

今後受ける予定である 今後受けたい 特に必要ない 無回答

■今後感染対策に関して外部専門家による実地指導の意向

■外部専門家による指導、研修にどのような効果を
感じているか

「はい」

「いいえ」

中 医 協 総 － ３

５ ． 1 1 ． 1 5



53

外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直し③
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－２ 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 ６点

算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間が90日を超える毎に１回 患者１人の外来診療につき月１回に限り算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 （外来感染対策向上加算の届出がないこと） 保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする（外来感染対策向上加算の届出がないこと） 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

感染制御チームの

設置

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上かつ研修修了）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上）

※ 医師又は看護師のうち１名は専従であること。

※ 必要時に、専従の医師又は看護師を、加算２、３又は外来感染対策

向上加算の医療機関に派遣する場合は、専従時間に含めてよいものとす

る。

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上又は適切

な研修を修了）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上又

は適切な研修を修了）

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（適切な研修の修了が望まし

い）

・専任の看護師（適切な研修の修了が望まし

い）

院内感染管理者（※）を配置していること。

※ 医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者

であること。

医療機関間・

行政等との連携

・保健所、地域の医師会と連携し、加算２又は３の医療機関と合同で、年４

回以上カンファレンスを実施（このうち１回は、新興感染症等の発生を想定し

た訓練を実施すること。）

・加算２、３及び外来感染対策向上加算の医療機関に対し、必要時に院内

感染対策に関する助言を行う体制を有する

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け

入れる体制を有し、そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレン

スに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定した

地域連携に係る体制について、連携医療機関等とあら

かじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け

て感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカン

ファレンスに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体

制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有

し、そのことを自治体HPで公開している

・年２回以上、加算１の医療機関又は地域の医師

会が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加

は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

サーベイランスへの

参加

院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム

（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること
地域や全国のサーベイランスに参加している場合、サーベイランス強化加算として５点を算定する。 サーベイランス強化加算として１点を算定する。

その他

・抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有する

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に抗菌薬

の適正な使用の推進に資する取組を行う

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入ることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有する

・令和４年度診療報酬改定前の感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適

正使用支援加算の要件を要件とする

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者

を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾー

ニングを行うことができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い

患者を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区

域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発

熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者

の動線を分けることができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実

施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること

ができる体制を有する

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、加算２、

３又は外来感染対策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策等に関する

助言を行った場合、指導強化加算として、30点を算定する。

感染対策向上加算２又は３を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算１を算定する保険医療機関に

対し、過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合、連

携強化加算として30点を算定する。

連携強化加算として３点を算定する。
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○ 口腔は病原体に曝露しやすく、また鋭利で動力源を有する機器（歯科治療用タービン等）を使用して観血
的治療を行う歯科治療は、医療関連感染のリスクを常に有している。

出典：一般社団法人日本歯科医学会連合「医療関連感染対策実践マニュアル」より引用改変

◆ 唾液や血液などの体液に触れる可能性があり、それらに含まれる病原体に曝
露される可能性がある。

◆ 患者には細菌感染者（歯性感染症）やウイルス感染者が一定数おり、受診に
際しては、それらの既往が不明確であることも少なくない。

◆ 観血的治療が多く、血液を介した感染を介して患者から歯科医療従事者への
感染をきたすリスクがあり、逆に患者への感染リスクがある。

◆ エアータービン・歯科用電気エンジンなどの使用のため、血液や唾液がエア
ロゾル状態で飛散する可能性がある。

◆ 鋭利な診療器具を頻用し、再使用する器具も多い。

歯科の診療上の特性

歯科における医療関連感染対策の基本的な考え方（抜粋）

感染経路別予防策

歯科診療における感染予防策

◆ 接触予防策：グローブ、ガウンを着用する。主旨衛生は擦式消毒または流水
と石けんによる手洗いをこまめに行う。アルコール系消毒薬抵抗性病原体で
は石けんと流水による手洗いを行う。

◆ 飛沫予防策：診療の際は必ずマスクを着用する。患者間隔は2m以上保つこと
が理想であるが、困難な場合は患者間にパーテーションやカーテンによる仕
切りを設ける。患者退出後は高頻度に触れる場所はこまめに消毒する。

◆ 空気予防策：診療は個室隔離とし、N95マスク（レスピレーター）を着用す
る。患者退出後は時間換気回数を考慮し、室内の空気が99%以上置換される
時間をかけて換気する。

◆ 診療ユニット周辺で、唾液などで汚染される可能性が有
る場所のことをclinical contact surfaceといい、同部の
感染対策が重要。

◆ 特に清掃が困難な面（歯科用ユニットのスイッチ、バ
キューム、・タービン・エンジンホースやハンガー部、
診療エリアのコンピューター機器など）を汚染から防ぐ
ため、表面バリア（カバー、ラッピング）を使用するこ
とが効果的。

◆ 表面バリアは患者ごとに交換する。

歯科治療における接触・飛沫感染対策（環境整備の例）
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（１） 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策
を講じていること

（２） 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること

（３） 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤の歯
科医師が１名以上配置されていること。

（４） 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
（５） 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

○ 令和４年度診療報酬改定において、院内感染防止対策を更に推進し、新興感染症にも適切に対応できる

体制を確保する観点から、歯科初診料及び歯科再診料の評価の見直しを行った。

○ 令和４年7月1日現在の初診料（歯科）注１に掲げる基準の届出医療機関数は、65,295施設である。

【Ｒ４年改定後（Ｒ４.４.1～）】

外来環

歯科初診料
240点

外来環１ 23点

外来環
届出施設

施設基準※

届出施設

外来環＋
歯科初診料

287 点

※初診料の注１に規定する施設基準

（歯科初診料）

24点

歯科初診料
264点

歯科再診料
44点

外来環１ 3点

歯科再診料
56点

外来環
届出施設

施設基準
届出施設

外来環＋
歯科再診料

59 点

外来環

12点

（歯科再診料）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

初診料（歯科）注１に掲げる基準を満たす届出医療機関数 65,200 65,214 65,257 65,295

＜届出医療機関数＞

出典：保険局医療課調べ（7月1日定例報告）、医療施設調査（令和４年の割合は、令和３年の歯科医療機関数で算出）

歯科初診料、再診料の院内感染防止対策に関する届出

施設基準

中 医 協 総 － ３

５． ７． １２
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歯科診療における院内感染防止対策の推進

➢ 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保す
る観点から、歯科初診料における歯科医師及び 職員を対象とした研修等に係る要件を見直すととも
に、基本診療料の評価を見直す。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－５ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －①

改定後

【初診料】
１ 歯科初診料 264点
【再診料】
１ 歯科再診料 56点

［施設基準］
１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を

確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及

び新興感染症に対する対策の研修を４年に１回以上、定
期的に受講している常勤の歯科医師が１名以上配置され
ていること。

(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施し
ていること。

現行

【初診料】
１ 歯科初診料 261点
【再診料】
１ 歯科再診料 53点

［施設基準］
１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保し

ていること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に

１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が１名
以上配置されていること。

(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策等の院内研修等を実施していること。

［経過措置］
令和４年３月31日において、現に歯科点数表の初診料の注１の届出を行っている保険医療機関については、令和５年３月31日までの間に限り、１の(3)及び

（4）の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日の間に（3）の研修を受講した者については、当該研修を受けた
日から２年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。

基本診療料の施設基準及び評価の見直し
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【外来診療環境体制加算１】

ア 歯科医療を担当する保険医療機関（歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。）であること。

イ 歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されて
いること。

エ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ１名以上配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、(ロ) 経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、(ハ) 酸素（人工呼吸・酸素吸入用のも
の）、(ニ) 血圧計、(ホ) 救急蘇生セット、(へ）歯科用吸引装置

カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
キ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

【外来診療環境体制加算２】

ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った保険医療機関であること。
イ 外来環１のウからクまでの施設基準をすべて満たすこと。
ウ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。

歯科外来診療環境体制加算の施設基準

○ 歯科外来診療環境体制加算は、歯科の外来診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる環境

の整備を図る取組を評価するもの。

○ 歯科外来診療環境体制加算１と、地域歯科診療支援病院歯科初診料を対象とした歯科外来診療環境体制

加算２がある。

施設基準

中 医 協 総 － ３

５． ７． １２
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歯科外来診療環境体制加算１

歯科外来診療環境体制加算２

出典：保険局医療課調べ（7月1日時点定例報告）

○ 歯科外来診療環境体制加算の届出医療機関数は増加している。

○ 令和４年の届出医療機関数は、33,593施設であり、歯科診療所では令和４年で約半数が届出を行っている。

（施設）

歯科外来診療環境体制加算の届出状況
中 医 協 総 － ３

５． ７． １２
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◆COVID-19陽性患者に対しては、待機可能な場合は歯科治療や手術を延期するか代替の検討を行う
◆緊急性が高い等の理由で待機できない場合「やむを得ない選択」として、なるべく短時間で治療・手術を実施する。

• 大量出血・重症感染症・気道閉塞などで切迫した生命の危険があるもの
• 悪性腫瘍
• 縫合が必要な皮膚・粘膜挫創
• 歯槽骨骨折、顎骨骨折、歯の脱臼・破折など

◆やむを得ない選択として治療・手術を実施する際には、術者並びに介助者はエアロゾルや飛沫による感染を防ぐため、N９５マスク、目も覆われるフェイスシール
ド・ゴーグル、手首が露出されない長袖ガウン、耳も覆われるキャップ、グローブなどを装着する。

◆治療や手術を実施する環境環境に関しては層流換気が設定されている手術室を使用する。口腔内サンクションを適切に使用しながら行うことが前提である。
◆いずれの治療・手術においても、手術実施後は手術室の十分な屋外への排気による換気を心がけ、手術中に発生したエアロゾルや飛沫の消失を図る。

◆診療の都度、手術台や歯科ユニット、周辺機器などを滅菌、消毒、清拭する。滅菌、消毒、清拭の際には、廃棄物の感染症に留意し実施者はマスクやグローブ、
フェイスシールド・ゴーグル、長袖ガウン、キャップなどを装着して取り扱う。

新型コロナウイルス感染拡大下の歯科診療の判断基準等

○ 新型コロナウイルス感染症患者において対応をすべき患者の状況については、各関係学会で検討が行
われてきた。

出典：一般社団法人日本歯科医学会連合「医療関連感染対策実践マニュアル」より引用改変

口腔外科手術に対する指針（日本口腔外科学会）

＜自宅あるいは宿泊施設療養中のCOVID-19 患者への病歴聴取と対応フローチャート＞

出典：一般社団法人日本老年歯科医学会「歯科訪問診療における感染予防策の指針 2022 年版」より引用改変

腫脹があるか

嚥下障害があるか
眼瞼周囲に進展しているか

痛みがあるか
歯の外傷があるか

出血があるか

鎮痛薬の服用をしたか
止血のアドバイス後止血したか

軽度～中等度の疼痛
軽微な外傷
乳歯の脱臼

疼痛が緩和しない
感染が広がっている

永久歯の脱臼
重度の外傷

止血できない

病院の口腔外科へ紹介
歯科訪問診療

電話でのアドバイス

※出血の状況か患者の背景で個別に判断

はい

はい はい

いいえ

いいえ いいえ

自宅等療養する患者に対する歯科訪問診療等の対応フローチャート（日本老年歯科医学会）
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新型コロナウイルス感染症流行に伴う
歯科診療に関する診療報酬上の臨時的な取扱いについて

○ 新型コロナウイルス感染症の患者に対して、新型コロナウイルス感染症流行に伴う歯科診療に関する診療
報酬上の臨時的な特例が設けられている。

・非経口摂取患者口腔粘膜処置（110 点）
（経口摂取が困難な患者に対して口腔衛生状態の改

善を目的に、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った
場合の評価）

・緊急歯科訪問診療加算
（速やかに歯科訪問診療を行った場合の評価）

・総合医療管理加算（50 点）
・在宅総合医療管理加算（50 点）
・歯科治療時医療管理料（45 点）
・在宅患者歯科治療時医療管理料（45 点）
・歯科特定疾患療養管理料（170 点）
（診療情報の提供を受けるなど、必要な管理及び療

養上の指導等を行った場合の評価）

＊対象疾患に感染症は含まれていない

コロナ特例での評価 現行の評価

呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の
改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を
行った場合の評価
・非経口摂取患者口腔粘膜処置（100 点）

速やかに歯科訪問診療を行った場合の評価
・緊急歯科訪問診療加算

診療情報の提供を受けるなど、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合の評価
・総合医療管理加算（50 点）
・在宅総合医療管理加算（50 点）
・歯科治療時医療管理料（45 点）
・在宅患者歯科治療時医療管理料（45 点）
・歯科特定疾患療養管理料（170 点）

・感染症患者に対して、歯科治療の延期が困難で
あって、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治
療を実施した場合の評価はない

歯科治療の延期が困難であって、必要な感染予防対
策を講じた上で歯科治療を実施した場合の評価
・新型コロナ歯科治療加算（147 点）
・歯科訪問診療料：診療時間が20 分未満 でも減算

せず所定点数で算定



○ 自宅等で療養する新型コロナウイルス感染症の患者に対して、医師の指示により保険薬局から薬剤師が必
要な服薬指導と薬剤の交付のために緊急に訪問した場合の評価が臨時的な特例として設けられている。

○ 他方、このような状況において緊急に訪問する必要がある場合の評価が、恒常的な調剤報酬では規定され
ていない。

自宅等で療養する患者への緊急訪問の評価

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２ 200点
（計画的な訪問薬剤管理指導の対象ではない疾患の急変等

に関する評価）

新型コロナウイルス感染症患者に対して医師の指
示により緊急に訪問し、薬剤を交付した場合の評
価
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１ 500点
（患者本人に対面で服薬指導）

・在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点
（情報通信機器を用いた服薬指導）

・緊急的な訪問の評価はない
・特別養護老人ホームを訪問し必要な指導を行った場合に

は、通常と同様に服薬管理指導料３が算定可能。
・介護医療院、介護老人保健施設等は、医療と介護の給付

調整により、医療保険での評価がない。

コロナ特例での評価 調剤報酬での評価

自宅・宿泊療
養の患者

高齢者
施設等の

患者

新型コロナウイルス感染症患者に対して医師の指
示により緊急に訪問し、薬剤を交付した場合の評
価
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１ 500点
（患者本人に対面で服薬指導）

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２ 200点
（患者の家族に対面で服薬指導）

在宅患者

・計画的な訪問薬剤管理指導を受けていない患者に対する緊
急的な訪問の評価はない
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１．新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する
評価について

２．新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について

３．薬剤耐性対策に対する評価について

４．課題・論点
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感染症医療に対する評価に関するこれまでの主な意見②

（薬剤耐性対策について）

○ 患者への丁寧な説明や院外感染対策サーベイランス事業（JANIS）、感染対策連携共通プラット
フォーム（J-SIPHE）へ参加しやすくすることなどにより、抗菌薬使用状況の可視化をすることで、適
正な抗菌薬の使用の推進につながるものであり、医療機関の院内感染対策や抗菌薬適正使用の
取組に対するより一層の評価が必要。

○ 日本における Access 抗菌薬の割合は、他国と比較すると極めて低く、特に診療所で抗菌薬の使
用量が多いため、実際の抗菌薬の使用状況などの成果を見ていくべき。

○ サーベイランス強化加算について、参加自体を評価するのではなく、院内や地域での感染発生状
況をモニタリングした結果、耐性菌がどれだけ減ったのかという実績を評価すべき。
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＜目標１ 普及啓発・教育＞
・医療関係者等を対象とした生涯教育研修における感染管理（手指消毒の重要性など）、抗微生物剤の適正使用等に関する研修プログラ
ムの実施の継続・充実

＜目標２ 動向調査・監視＞
・畜産分野に加え、⽔産分野及び愛玩動物分野の薬剤耐性動向調査の充実
・畜産分野の動物用抗菌剤の農場ごとの使用量を把握するための体制確立
・薬剤耐性菌に関する環境中の⽔、土壌中における存在状況及び健康影響等に関する情報の収集
・環境中における抗微生物剤の残留状況に関する基礎情報の収集

＜目標３ 感染予防・管理＞
・家畜用、養殖⽔産動物用及び愛玩動物用のワクチンや免疫賦活剤等の開発・実用化の推進

＜目標４ 抗微生物剤の適正使用＞
・「抗微生物薬適正使用の手引き」の更新、内容の充実、臨床現場での活用の推進

＜目標５ 研究開発・創薬＞
・産・学・医療で利用可能な「薬剤耐性菌バンク」での分離株保存の推進、病原体動向調査、AMRの発生・伝播機序の解明、創薬等の研
究開発の推進、海外における分離株のゲノム情報の収集

・「抗菌薬確保支援事業」による新たな抗微生物薬に対する市場インセンティブの仕組みの導入
・医療上不可欠な医薬品のサプライチェーンの強靱化を図り、我が国における安定確保医薬品の安定供給に資するよう、「医薬品安定供
給支援事業」の実施

・適切な動物用抗菌性物質の使用を確保するため、迅速かつ的確な診断手法の開発のための調査研究の実施

＜目標６ 国際協力＞
・「薬剤耐性(AMR)ワンヘルス東京会議」の年次開催の継続を通じた、アジア諸国及び国際機関の関係者間の情報共有、各国のAMR対策
推進を促進

薬剤耐性(ＡＭＲ)対策アクションプラン（2023-2027) 概要

○ AMRに起因する感染症による疾病負荷のない世界の実現を目指し、AMRの発生をできる限り抑えるとともに、薬剤耐性微生物による感
染症のまん延を防止するための対策をまとめたもの。

○ ６分野（①普及啓発・教育、②動向調査・監視、③感染予防・管理、④抗微生物剤の適正使用、⑤研究開発・創薬、⑥国際協力）の目
標に沿って、具体的な取組を記載するとともに、計画全体を通しての成果指標（数値目標）を設定。

アクションプランの概要

主な新規・強化取組事項
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参考 薬剤耐性(ＡＭＲ)対策アクションプラン 新旧成果指標

ヒトに関するアクションプラン成果指標

耐性菌の割合（耐性率）(%)

2016年ー2020年 2020年ー2027年

2014年 2020年
2020年

（目標値)
2020年

2027年
（目標値)

肺炎球菌のペニシリン非感受性率
髄液検体 47 33.3

15%以下
腸球菌のバンコマイシン耐性感染症の

罹患数
135人以下

80人以下
（2019年時点
に維持）髄液検体以外 2.5 3.5

大腸菌のフルオロキノロン耐性率 36.1 41.5 25%以下 大腸菌のフルオロキノロン耐性率※１ 32 30%以下

黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率 49.1 47.5 20%以下 黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率※１ 50 20%以下

緑膿菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 19.9 15.9

10%以下 緑膿菌のカルバペネム耐性率※１ 7.1 10%以下
メロペネム 14.4 10.5

大腸菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 0.1 0.1 0.2%以下

(同水準) 
大腸菌のカルバペネム耐性率 0.1

0.2%以下
(同水準) メロペネム 0.2 0.1

肺炎桿菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 0.3 0.2 0.2%以下

(同水準) 
肺炎桿菌のカルバペネム耐性率 0.2

0.2%以下
(同水準) メロペネム 0.6 0.4

抗菌薬使用量（人口1,000人あたりの１日使用量）(DID)

2016年ー2020年 2020年ー2027年

2013年 2020年
2013年と
の比較

2020年
（目標値）

2020年※２
2027年

（対2020年比）

全抗菌薬 14.52 10.18
29.89% 
減

33% 減 全抗菌薬 10.4 15%減

経口セファロスポリン系薬 3.91 2.24
42.7% 
減

50% 減 経口セファロスポリン系薬 1.93 40%減

経口フルオロキノロン系薬 2.83 1.66
41.3% 
減

50% 減 経口フルオロキノロン系薬 1.76 30%減

経口マクロライド系薬 4.83 2.93
39.3% 
減

50% 減 経口マクロライド系薬 3.3 25%減

静注抗菌薬 0.9 0.87 1.1% 減 20% 減 カルバペネム系静注抗菌薬 0.058 20%減

※２：抗菌薬の2020年の使用量は旧アクションプランは販売量から算出、新アクションプランではNDBから算出しており、値が異なる。

※１：2027年の耐性菌の目標値は、保菌の影響を除く観点から黄色ブドウ球菌メチシリン耐性率、緑膿菌カルバペネム耐性率は検体を血液検体、大腸菌フルオロ
キノロン耐性率は尿検体の耐性率としており、2020年の耐性率が異なる。
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動物に関するアクションプラン成果指標：耐性菌の割合（耐性率）(%)

2014年※ 2020年 2020年（目標値）

大腸菌のテトラサイクリン耐性率 45.2 45.0 33%以下

大腸菌の第３世代セファロスポリン耐性率 1.5 1.4 G7 各国の数値（※1）と同水準

大腸菌のフルオロキノロン耐性率 4.7 5.2 G7 各国の数値（※2）と同水準

参考 薬剤耐性(ＡＭＲ)対策アクションプラン（2016-2020)成果指標

ヒトに関するアクションプラン成果指標：耐性菌の割合（耐性率）(%)
2014年 2020年 2020年（目標値)

肺炎球菌のペニシリン非感受性率
髄液検体 47.0 33.3

15%以下
髄液検体以外 2.5 3.5

大腸菌のフルオロキノロン耐性率 36.1 41.5 25%以下

黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率 49.1 47.5 20%以下

緑膿菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 19.9 15.9

10%以下
メロペネム 14.4 10.5

大腸菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 0.1 0.1

0.2%以下(同水準) 
メロペネム 0.2 0.1

肺炎桿菌のカルバペネム耐性率
イミペネム 0.3 0.2

0.2%以下(同水準) 
メロペネム 0.6 0.4

ヒトに関するアクションプランの成果指標：抗菌薬使用量（人口1,000人あたりの１日使用量）(DID)

2013年 2020年 2013年との比較 2020年（目標値）

全抗菌薬 14.52 10.18 29.89% 減 33% 減

経口セファロスポリン系薬 3.91 2.24 42.7% 減 50% 減

経口フルオロキノロン系薬 2.83 1.66 41.3% 減 50% 減

経口マクロライド系薬 4.83 2.93 39.3% 減 50% 減

静注抗菌薬 0.90 0.87 1.1% 減 20% 減

※農場における調査 ※1：0.4～3.8% ※2：1.0～12.8％
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AWaRe（アウェア）分類について①

○「AWaRe分類」は、WHOが2017年に必須医薬品リスト(EML第20版)を基に抗菌薬をAccess、Watch、Reserveの３グループに分けたものであり、
WHOは抗菌薬使用全体のうちAccessの割合を60％以上にすることを目標として掲げている。
・ Access：第一選択及び第二選択薬の抗菌薬
・ Watch：医療において重要であり、かつその使用により耐性菌が選択されるリスクが比較的高いため、

第一選択及び第二選択薬としての使用が制限すべき抗菌薬
・ Reserve：最後の手段として使用する抗菌薬

○ WHOは、抗菌薬の適正使用の考え方に基づき、①患者の命を救うこと、②薬剤耐性の出現・拡大を遅らせること のバランスをとる観点
から、実用的な指標として、AWaRe分類の使用を推奨している。

○ 薬剤耐性（AMR）アクションプラン（2023-2027）（令和５年４月）においても、抗菌薬全体の使用量及びAWaRe分類における「Watch」
のうち大部分を占めるマクロライド、フルオロキノン、第３世代セファロスポリンの使用量の減少を目標としている。

Access 内服/注射 クロラムフェニコール

Access 内服/注射 アンピシリン

Access 内服/注射 スルファジメトキシン

Access 内服/注射 スルファメトキサゾール/トリメトプリム

Access 内服/注射 クリンダマイシン

Access 内服/注射 メトロニダゾール

Access 内服 ドキシサイクリン

Access 内服 テトラサイクリン

Access 内服 アモキシシリン

Access 内服 バカンピシリン

Access 内服 ピブメシリナム

Access 内服 ベンザチンベンジルペニシリン

Access 内服 アモキシシリン/クラブラン酸

Access 内服 スルタミシリン

Access 内服 セファレキシン

Access 内服 セファドロキシル

Access 内服 セファトリジン

Access 内服 セフロキサジン

Access 内服 スルファメチゾール

Access 内服 スルファメトキサゾール

Access 内服 チニダゾール

Access 注射 ベンジルペニシリン

Access 注射 アンピシリン/スルバクタム

Access 注射 セファロチン

Access 注射 セファゾリン

Access 注射 ゲンタマイシン

Access 注射 アミカシン

Access 注射 スペクチノマイシン

Watch 内服/注射 ミノサイクリン

Watch 内服/注射 セフォチアム

Watch 内服/注射 エリスロマイシン

Watch 内服/注射 アジスロマイシン

Watch 内服/注射 リンコマイシン

Watch 内服/注射 シプロフロキサシン

Watch 内服/注射 レボフロキサシン

Watch 内服/注射 ラスクフロキサシン

Watch 内服/注射 カナマイシン

Watch 内服/注射 バンコマイシン

Watch 内服 デメクロサイクリン

Watch 内服 セフロキシム

Watch 内服 セファクロル

Watch 内服 セフィキシム

Watch 内服 セフポドキシム

Watch 内服 セフチブテン

Watch 内服 セフジニル

Watch 内服 セフジトレン

Watch 内服 セフカペン

Watch 内服 セフテラム

Watch 内服 テビペネム

Watch 内服 スピラマイシン

Watch 内服 ミデカマイシン

Watch 内服 ロキシスロマイシン

Watch 内服 ジョサマイシン

Watch 内服 クラリスロマイシン

Watch 内服 ロキタマイシン

Watch 内服 テリスロマイシン

Watch 内服 オフロキサシン

Watch 内服 エノキサシン

Watch 内服 ノルフロキサシン

Watch 内服 ロメフロキサシン

Watch 内服 スパルフロキサシン

Watch 内服 モキシフロキサシン

Watch 内服 プルリフロキサシン

Watch 内服 ガレノキサシン

Watch 内服 シタフロキサシン

Watch 内服 トスフロキサシン

Watch 内服 ピロミド酸

Watch 内服 ピペミド酸

Watch 内服 シノキサシン

Watch 内服 ホスホマイシン

Watch 内服 リファキシミン

Watch 内服 フィダキソマイシン

Watch 内服 リファンピシン

Watch 内服 リファブチン

Watch 注射 ピペラシリン

Watch 注射 アスポキシシリン

Watch 注射 タゾバクタム/ピペラシリン

Watch 注射 セフメタゾール

Watch 注射 セフミノクス

Watch 注射 セフブペラゾン

Watch 注射 フロモキセフ

Watch 注射 セフォタキシム

Watch 注射 セフタジジム

Watch 注射 セフトリアキソン

Watch 注射 セフメノキシム

Watch 注射 ラタモキセフ

Watch 注射 セフォジジム

Watch 注射 セフォペラゾン

Watch 注射 セフェピム

Watch 注射 セフピロム

Watch 注射 セフォゾプラン

Watch 注射 メロペネム

Watch 注射 ドリペネム

Watch 注射 ビアペネム

Watch 注射 イミペネム/シラスタチン

Watch 注射 パニペネム/ベタミプロン

Watch 注射 ストレプトマイシン

Watch 注射 トブラマイシン

Watch 注射 ジベカシン

Watch 注射 リボスタマイシン

Watch 注射 イセパマイシン

Watch 注射 アルベカシン

Watch 注射 ベカナマイシン

Watch 注射 パズフロキサシンメシル

Watch 注射 テイコプラニン

Reserve 内服/注射 リネゾリド

Reserve 内服 ファロペネム

Reserve 内服 テジゾリド

Reserve 内服 コリスチン

Reserve 内服 ポリミキシンＢ

Reserve 注射 チゲサイクリン

Reserve 注射 アズトレオナム

Reserve 注射 カルモナム

Reserve 注射 レレバクタム/イミペネム/シラスタチン

Reserve 注射 セフトロザン/タゾバクタム

Reserve 注射 キヌプリスチン/ダルホプリスチン

Reserve 注射 コリスチンメタンスルホン酸

Reserve 注射 ホスホマイシンナ

Reserve 注射 ダプトマイシン

Reserve 注射 テジゾリドリン酸

Not recommended 内服/注射 アンピシリン/クロキサシリン

Not recommended 注射 セフォペラゾン/スルバクタム

未分類 内服 シクラシリン

未分類 内服 ナリジクス酸

作成：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター

健康局結核感染症課
提出資料
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AWaRe（アウェア）分類について②

○日本においては、全抗菌薬使用量に占める「Access」に分類される抗菌薬の割合は増加傾向にあるが、
他国と比較すると依然として低い。

2020年における日本及びEU/EUA国におけるAccess抗菌薬の割合2015年の抗菌薬使用量におけるAccess抗菌薬の割合
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15歳未満 15-64歳 65歳以上

Access Watch Reserve Not recommended 未分類（%）

日本におけるAWaRe分類に基づく抗菌薬使用量の割合（年齢階級別）

作成：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター

Klein, E. Y., Milkowska-Shibata, M., Tseng, K. K., Sharland, M., Gandra, S., Pulcini, C., & Laxminarayan, R. (2021). Assessment of WHO antibiotic consumption and access targets in 76 countries, 2000–15: an analysis of 

pharmaceutical sales data. The Lancet Infectious Diseases, 21(1), 107-115.

出典: Antimicrobial Resistance in the EU/EEA A One Health Response

※日本のデータについてはNDBより抽出

出典：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース（NDB）に基づいたサーベイランス 資料より作成 出典：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター

匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース（NDB）に基づいたサーベイランス 資
料より作成
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健康局結核感染症課
提出資料

中医協 総－２
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〇 抗菌薬の使用量（人口当たり・１日当たり）は、病院よりも診療所で多い。
○ 年齢別の使用量（人口当たり・１日当たり）は、特に15歳未満で減少傾向となっているが、15
歳-64歳では減少傾向となっていない。

Defined Daily Doses/1,000住民/日
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全年齢 15歳未満 15-64歳 65歳以上

セファロスポリン マクロライド フルオロキノロン その他

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

診療所 病院

内服 注射

Defined Daily Doses/1,000住民/日

病院・診療所別の抗菌薬使用量の推移

年齢階級別の抗菌薬使用量（内服薬のみ）の推移

出典：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース（NDB）に基づいたサーベイランス 資料より作成

診療所・病院別の抗菌薬使用量の推移
健康局結核感染症課

提出資料
中医協 総－２
５． ７． ２６

69



0

2

4

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

0

5

10

15

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

0

10

20

30

40

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587

（15歳未満）

（15歳以上65歳未満）

（65歳以上）

DOT(Days of therapy)
※カルバペネム系抗菌薬使用延数（日）÷入院患者延べ日数×1,000

〇 特定機能病院においては、ほぼ全ての病院が感染対策向上加算１の届出を行っているが、カル
バペネム系抗菌薬の使用状況については、特定機能病院の中においてもばらつきがみられる。

（出典）・保険局医療課調べ（令和４年７月時点における感染対策向上加算の届出状況）
・令和３年度DPC導入の影響評価に係る調査

88

1

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算３

特定機能病院における感染対策向上加算の届出状況

（令和４年７月１日時点、n=89）

特定機能病院におけるカルバペネム系抗菌薬の使用量

（令和３年度、n=87）

特定機能病院におけるカルバペネム系抗菌薬の使用状況

（位）

（位）

（位）

特定機能病院の使用量順位

特定機能病院の使用量順位

特定機能病院の使用量順位

中医協 総－２
５． ７． ２６
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感染対策連携共通プラットフォーム（J - S IPHE）について

○厚生労働省の委託により国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMR臨床リファレンスセンターにおいて実
施している「感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE; Japan Surveillance for Infection Prevention 
and Healthcare Epidemiology） 」により、抗菌薬使用量・日数等について参加病院において病棟間の比較や薬
剤系統間の比較が可能となっており、2023年６月時点で約2,300の病院が参加している。

作成：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター 71

地域の感染対策支援医療機関での
AMR対策サーベイランス

中核病院特定機能病院

全国のベンチマークデータ

J-SIPHEサーバー

微生物検出状況
（耐性菌検出率 等）

抗菌薬使用状況
（AUD・DOT 等）

医療関連感染症
（CLABSI・CAUTI 等）

可視化

データ集約 感染症診療・検査指標
（複数セット率 等）

感染対策指標
（手指衛生遵守率 等）

小規模病院

感染対策/抗菌薬適正使用/感染症診療の
向上と医療関連感染症の低減を目指す

資源の豊富な医療機関を中心に、
地域での感染対策体制の整備を実施する

地域/国の代表性のある統計を作成し
国の感染症対策施策へ反映する

大病院

小規模病院

健康局結核感染症課
提出資料

中医協 総－２
５． ７． ２６



診療所版 J - S IPHEについて

○2022年10月より、診療所を対象として抗菌薬処方量および処方割合を把握するシステム「診療所版J-SIPHE」も
開始しており、2023年現在、約400診療所が参加している。

○今後、AWaRe分類により抗菌薬の処方量や処方割合の把握ができるよう改修予定。

診療所版J-SIPHE概要

作成：国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMRリファレンスセンター 72

処方件数に対する抗菌薬の処方割合
診療所版J-SIPHE

診療所版

J-SIPHE

健康局結核感染症課
提出資料

中医協 総－２
５． ７． ２６
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診療所におけるAccess抗菌薬の処方割合

○ 外来感染対策向上加算の届出を行っている診療所においても、Access抗菌薬の処方日数がWHOの目標地の60％を上
回っているのは５％未満であった。

（WHOによる目標値：60%）

外来感染対策向上加算の届出を行っている診療所における
内服抗菌薬の処方日数のうちAccess抗菌薬の割合

（n=10,007医療機関、2022年10月～12月）
※期間中に500日分以上の抗菌薬を処方した診療所のみ

出典：NDBデータ（2022年10月～12月）



強

急性気管支炎

急性咽頭炎

急性鼻副鼻腔炎

強 強

感冒

鼻
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状

外来における抗菌薬適正使用の取組に対する評価

外来診療における抗菌薬の適正使用の推進

小児外来診療における抗菌薬の適正使用の推進

➢ 再診料の地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児
科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の要件として、「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康
局結核感染症課）を参考に、抗菌薬の適正使用の普及啓発に資する取組を行っていることを追加する。

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－５）感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進③

➢ 小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料において、抗菌薬の適正使用に関する患者・家族の理解向上
に資する診療を評価する加算を新設する。

(新) 小児抗菌薬適正使用支援加算 80点

［算定要件］
急性気道感染症又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、

抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な
指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科のみを専任
する医師が診療を行った初診時に限り算定する。なお、インフルエンザ感染の患者またはイン
フルエンザウイルス感染の疑われる患者については、算定できない。

[施設基準]
(1) 薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプラン（平成 28 年４月５日 国際的に脅威となる感染症

対策関係閣僚会議）に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」に係る活動
に参加していること、または、感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算２に係る届出を行っていること。

診断・治療の考え方

患者・家族への説明内容

・多くは対症療法が中心であり、
抗菌薬は必要なし。休養が重要。

・改善しない場合の再受診を。

急性気道感染症

「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省
健康局結核感染症課）を参考に作成
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➢ 施設基準について、抗菌薬適正使用支援チームがモニタリングを行うべき広域抗菌薬の拡充や、病院の外
来における抗菌薬適正使用に関する支援を追加する等の見直しを行う。

感染症対策・薬剤耐性対策の推進

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－７－６ 感染症対策、薬剤耐性対策の推進 －①、②

抗菌薬適正使用支援チームの役割の拡充

感染防止対策加算１

✓感染症治療の早期モニタリング
（広域抗菌薬の種類を拡充）
✓主治医へのフィードバック

✓微生物検査・臨床検査の利用の
適正化

✓抗菌薬適正使用の教育・啓発
等

✓外来における急性気道感染症及び
急性下痢症の患者への経口抗菌
薬の処方状況を把握（年１回報告）

✓院内研修及び院内マニュアルの作
成にあたって、「抗微生物薬適正使
用の手引き」を参考に、外来におけ
る抗菌薬適正使用の内容も含める

➢ 小児の外来診療における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、小児抗菌薬適正使用支援加算について、
算定対象となる患者を３歳未満から６歳未満に拡大するとともに、月に１回に限り算定できることとする。

（※小児かかりつけ診療料についても同様）

小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し

入院における対策 （新）外来における対策
抗菌薬適正使用

支援チーム

✓ 抗菌薬適正使用の推進に関する相談を受ける体制があることについて、感染防止
対策加算の要件である定期的なカンファレンスの場を通じて他の医療機関に周知。

（新）その他の要件
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耳鼻咽喉科処置の見直し

➢ 耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、
新たな評価を行う。また、小児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性（AMR）対策を推進する観点か
ら、抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。

（新） 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 60点（１日につき）

［算定要件］
• 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、６歳未満の乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置を行った場合は、所

定点数に加算する。

（新） 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 80点（月１回に限り）

［算定要件］
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した６歳未満の

乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合にお
いて、療養上必要な指導等を行い、文書により説明内容を提供した場合は、所定点数に加算する。

［施設基準］
（１） 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
（２） 薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプランに位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」に係る活動に参加し、又は感染症

にかかる研修会等に定期的に参加していること。
（３） 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算２に係る届出を行っていること。

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－④

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算等の新設

➢ 耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。

耳処置 25点 → 27点 鼻処置 14点 → 16点 口腔、咽頭処置 14点 →16点

耳鼻咽喉科処置の評価の見直し
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出典：NDBデータ

小児かかりつけ診療料を算定する場合小児科外来診療料を算定する場合

○ 小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合において、小児抗菌薬適正使用支援加算を算定する割合は上昇傾向と
なっており、小児かかりつけ診療料を算定する場合のほうが算定割合が大きい。

○ 抗菌薬を処方する割合は低下傾向となっている。
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小児抗菌薬適正使用支援加算の導入による影響について

〇 小児抗菌薬適正使用支援加算の導入により、１歳～２歳の小児に対する抗菌薬の使用率及び広域抗
菌薬の使用率が減少したとする報告がある。

１－２歳の小児に対する抗菌薬の使用率等に関する
抗菌薬小児抗菌薬適正使用支援加算の

算定施設と非算定施設※1の比較
（2017年４月-2019年３月、傾向スコアマッチングを用いた差分の差法による比較）

１－２歳の小児に対する抗菌薬の使用率に関する
小児抗菌薬適正使用支援加算の

算定施設と非算定施設※1の間の比較
（2017年４月-2019年３月、傾向スコアマッチングを用いた差分の差法による比較）

出典：Okubo, Y., Nishi, A., Michels, K. B., Nariai, H., Kim-Farley, R. J., Arah, O. A., Uda, K., Kinoshita, N., & Miyairi, I. (2022). The consequence of financial incentives for not prescribing antibiotics: a Japan's nationwide quasi-
experiment. International journal of epidemiology, 51(5), 1645–1655. https://doi.org/10.1093/ije/dyac057

※1  2018年４月から2019年３月までの間に小児抗菌薬適正使用支援加算を一件以上算定している施設及びそれ以外の施設
※2 感染症による受診1000件あたりの、抗菌薬の処方日数の合計
※3 第三世代セファロスポリン、経口ぺネム系、ホスホマイシン系、テトラサイクリン系、キノロン系抗菌薬

抗
菌

薬
の

使
用

率

加算導入からの期間（月）

非算定施設

算定施設

非算定施設（N=1740） 算定施設（N=1740）
差分の差の推定値

（95%信頼区間）
加算

導入前
加算

導入後
前後
差

導入前 導入後
前後
差

抗菌薬の使用率
（1000件あたりのDOTｓ)※2

（SE）

全抗菌薬
1240.5
(3.2)

1268.9
(4.0)

28.4
1261.5
(3.3)

1061.3
(3.6)

-200.2
-228.6

(-272.4,-184.9)

広域抗菌薬※3 623.3
(2.1)

627.2
(2.6)

3.9
649.3
(2.2)

528.5
(2.4)

-120.8
-124.7

(-156.3,-93.1)
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耳鼻咽喉科領域の疾患における抗菌薬の使用

79

○ 急性中耳炎や急性副鼻腔炎の軽症例の治療においては、抗菌薬非投与がガイドラインで推奨
されている。

出典：「急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン2010年版（追補版）」日本鼻科学会

小児の急性中耳炎に対する
抗菌薬の使用について

急性副鼻腔炎に対する
抗菌薬の使用について

出典：「小児急性中耳炎診療ガイドライン
2018年版」

日本耳科学会、日本小児耳鼻咽喉科学会、
日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会

中医協 総－１
３．１０．２０



80出典：NDBより保険局医療課において集計（2023年１月～６月）

○ 耳鼻咽喉科における受診状況は以下のとおり。
○ 急性副鼻腔炎と比較し、急性中耳炎においては、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の算定割合が低かった。

６歳未満の耳鼻咽喉科における急性中耳炎、急性副鼻腔炎の受診状況と抗菌薬適正使用支援加算算定状況※１
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※１ A000「初診料」とJ095からJ115－2を併せて算定された６歳未満の児を対象に、主傷病名ごとに集計した。
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耳鼻咽喉科における急性中耳炎と急性副鼻腔炎に対する抗菌薬処方状況※１

出典：NDBデータより保険局医療課において集計
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○ 急性副鼻腔炎においては、耳鼻科小児抗菌薬適正使用支援加算導入後に抗菌薬処方割合が低下して
いる傾向にあった。

耳鼻咽喉科小児適正使用支援加算導入

※１ A000「初診料」とJ095からJ115－2を併せて算定された６歳未満の児を対象に、主傷病名ごとに集計した。



82出典：NDBより保険局医療課において集計（2023年１月～６
月）

○ 小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する小児科は、一定程度、急性中耳炎、急性副鼻腔
炎を診察している。

小児科における急性中耳炎、急性副鼻腔炎受診状況
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○ 小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料を算定する患者において多い疾病小分類ごとの主傷病は以
下のとおり。

小児科受診時に多い主傷病

小児科外来診療料 小児かかりつけ診療料

順位 疾病小分類 割合

1 その他の急性上気道感染症 17.1%

2 急性気管支炎 16.5%

3 喘息 8.1%

4 その他の特殊目的用コード 6.3%

5 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 6.1%

6 その他の皮膚炎及び湿疹 5.6%

7 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 5.2%

8 アレルギー性鼻炎 4.4%

9 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 4.4%

10 インフルエンザ 2.7%

11 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ 2.5%

12 便秘 2.2%

13 急性又は慢性と明示されない気管支炎 1.8%

14
その他の症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 1.4%

15 アトピー性皮膚炎 1.4%

16 結膜炎 1.3%

17 じんま疹 0.9%

18 その他のウイルス性疾患 0.9%

19 不明熱 0.8%

20 中耳炎 0.8%

21 その他及び詳細不明の外因の作用 0.7%

22 分類なし 0.7%

23 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 0.7%

24 接触皮膚炎 0.7%

25 その他の明示された部位・部位不明及び多部位の損傷 0.6%

26 急性副鼻腔炎 0.6%

27 皮膚及び皮下組織の感染症 0.5%

28 慢性副鼻腔炎 0.3%

29 その他の細菌性疾患 0.3%

30 その他の精神及び行動の障害 0.3%

順位 疾病小分類 割合

1 その他の急性上気道感染症 17.3%

2 急性気管支炎 16.7%

3 喘息 10.0%

4 その他の特殊目的用コード 7.3%

5 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 6.0%

6 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 5.8%

7 その他の皮膚炎及び湿疹 5.4%

8 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 5.0%

9 アレルギー性鼻炎 3.9%

10 便秘 3.0%

11 インフルエンザ 2.6%

12 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ 2.2%

13 急性又は慢性と明示されない気管支炎 1.5%

14 結膜炎 1.4%

15 アトピー性皮膚炎 1.3%

16
その他の症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 1.0%

17 じんま疹 0.8%

18 その他のウイルス性疾患 0.7%

19 その他及び詳細不明の外因の作用 0.7%

20 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 0.6%

21 分類なし 0.6%

22 接触皮膚炎 0.5%

23 中耳炎 0.5%

24 不明熱 0.5%

25 皮膚及び皮下組織の感染症 0.5%

26 その他の細菌性疾患 0.3%

27 その他の明示された部位・部位不明及び多部位の損傷 0.3%

28 急性副鼻腔炎 0.3%

29 その他の精神及び行動の障害 0.2%

30 肺炎 0.2%

出典：NDBより保険局医療課において集計（2023年１月～６月）



１．新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する
評価について

２．新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について

３．薬剤耐性対策に対する評価について

４．課題・論点

５．参考資料

84



感染症に対する医療についての課題①

85

（新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する評価について）

・ 感染対策向上加算の要件のうち新興感染症への対応については、新型コロナ対応では、加算１で重点医療機関、加算２で協力医療機関、加算３で診
療・検査医療機関であることを求めていたところ。また、ＤＰＣ/ＰＤＰＳの地域医療係数において、新型コロナに係る病床確保を評価している。

・ 第８次医療計画の策定に向けて、新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針において求める医療機能のうち、病床確保の機能に
ついては新型コロナ対応における重点医療機関及び協力医療機関の要件を、発熱外来の機能については新型コロナ対応における診療・検査医療機関
の要件を参考として整備することとされている。

・ 薬局における新興感染症への対応については、令和４年度改定で導入された連携強化加算で評価されており、新型コロナウイルス感染症治療薬や抗原
検査キットへの対応がなされているところ、改正感染症法において薬局も協定締結対象となったことを踏まえ、新興感染症等の発生時における自宅・宿
泊療養者等への医薬品対応等の機能を整備していく必要がある。

・ 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保する観点から、歯科初診料における歯科医師及び職
員を対象とした研修等に係る要件を見直すとともに、基本診療料の評価を見直したところ。

（新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について）

・ 感染管理に関するガイドラインにおいては、空気感染、飛沫感染、接触感染を主な感染経路とする感染症の患者については、標準予防策に加えて追加
的な対策を講じることとされている。

・ 新型コロナ対応においては、入院するコロナ患者に対する感染対策や個室管理、発熱外来における適切な感染対策を行った上での対応について特例
的な評価を行っているが、特例以外の診療報酬においては、一類感染症及び二類感染症の患者への対応を除き、標準予防策を超えた個別の感染症患
者への対応は評価されていない。

・ 外来医療については、外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関で発熱患者を受け入れている割合が高く、受入人数が多かった。一方で、発
熱患者の多くはかかりつけ患者以外の患者も受け入れることを公表している医療機関で診療を受けているものの、外来感染対策向上加算の要件には、
かかりつけ患者以外の患者を受け入れることは含まれていない。

・ 高齢者施設においても、平時からの感染症対応力の向上が求められ、専門的な医療機関等における研修への参加や当該医療機関等から実地指導を
受けることが推奨されているが、感染対策向上加算１の施設基準においては、感染制御チームの職員が高齢者施設に派遣される場合は専従時間に含
めてよい場合の対象となっていない。

・ 歯科において新型コロナウイルス感染症の患者に対して、新型コロナウイルス感染症流行に伴う歯科診療に関する診療報酬上の臨時的な特例が設けら
れている。このような状況において、感染症患者に対して歯科治療の延期が困難であって、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治療を実施した場合
の評価が、恒常的な診療報酬では評価されていない。

・ 自宅等で療養する新型コロナウイルス感染症の患者に対して、医師の指示により保険薬局から薬剤師が必要な服薬指導と薬剤の交付のために緊急に
訪問した場合の評価が臨時的な特例として設けられている一方、このような状況において緊急に訪問する必要がある場合の評価が、恒常的な調剤報酬
では規定されていない。



感染症に対する医療についての課題②

86

（薬剤耐性対策に対する評価について）

・ 薬剤耐性対策アクションプランにおいては、微生物の薬剤耐性率や抗菌薬使用量等について目標が定められており、診療報酬においても入院医

療における抗菌薬適正使用チームや、外来での抗菌薬適正使用に関する指導に対する評価を設けているが、目標値の達成には至っていない。

・ 抗菌薬の適切な処方について、実績に基づいた評価を行うべきとの指摘があり、感染対策連携共通プラットフォーム（Ｊ－ＳＩＰＨＥ）においては、各

参加医療機関において使用する抗菌薬のうちＡｃｃｅｓｓ抗菌薬の割合をモニタリングし、医療機関間の実績の比較がなされる予定となっている。

・ 急性中耳炎及び急性副鼻腔炎の患者のうち一定程度が小児科外来診療料等の算定する患者に含まれている。一方で、急性中耳炎や急性副鼻

腔炎の患者への診療において、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合における療養上必要な指導等については、

小児抗菌薬適正使用支援加算の評価対象となっていない。



感染症に対する医療についての論点

（新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する評価について）
〇 現状の感染対策向上加算における要件及び第８次医療計画の策定に向けた指針の内容を踏まえ、協定の締結を含め医療機関における新興感

染症発生・まん延時における医療への備えに対する評価についてどのように考えるか。

○ 薬局における新興感染症への対応について、現状の連携強化加算や改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえ、新興感
染症発生・まん延時への備えに対する評価についてどのように考えるか。

（新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について）
〇 感染症の入院患者に対する標準予防策に追加して行う適切な感染対策及び必要な個室管理に対する評価の在り方並びに評価の対象とすべき

疾患についてどのように考えるか。

○ 外来医療においても、標準予防策に追加して感染対策を実施する必要がある場合があることや、外来感染対策向上加算において組織的な感染
対策が評価されていること、発熱患者の多くはかかりつけ患者以外の患者も受け入れることを公表している医療機関で診療を受けていることを踏
まえ、外来における発熱患者等の受入に係る適切な感染対策の実施に対する評価についてどのように考えるか。

○ 新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置付けられ、移行期間が終了する令和６年度以降には通常の医療提供体制となることを踏まえ、
通常のゾーニングや個室管理、ＰＰＥの使用等の感染対策以外の新型コロナの特例についてどのように考えるか。

○ 地域における平時からの感染対応力の強化の観点から、組織的な感染対策を講じている医療機関においては、研修への参加や実地指導につ
いて高齢者施設から求めのあった場合には対応することが望ましいことを踏まえ、感染対策向上加算の施設基準の在り方についてどのように考
えるか。

○ 歯科において新型コロナウイルス感染症の拡大時の臨時的な取扱いにおける実施状況等を踏まえ、感染症患者の歯科治療に対する評価につ
いてどのように考えるか。

○ 自宅等で療養する新型コロナウイルス感染症の患者に対する服薬指導・薬剤交付のための緊急訪問に係る臨時的な特例を踏まえ、薬局におけ
る自宅・宿泊療養者等への医薬品対応等への評価についてどのように考えるか。

（薬剤耐性対策に対する評価について）
〇 抗菌薬の適正使用を推進する観点から、抗菌薬の使用状況をモニタリングするサーベイランスへの参加に加えて、抗菌薬使用の実績に基づい

て評価を行うことについてどのように考えるか。また、その際の評価基準について、現状を踏まえ、国際的な基準を達成している場合のみならず、
医療機関の中で相対的に高い実績を持つ場合についても評価の対象とすることについてどのように考えるか。

〇 小児に対する抗菌薬の適正使用の推進の観点から、小児抗菌薬適正使用支援加算における対象疾患についてどのように考えるか。
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【論点】



１．新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する
評価について

２．新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について

３．薬剤耐性対策に対する評価について

４．課題・論点

５．参考資料
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新型コロナ新規患者報告数

年代別定点当たり報告数推移

※週（疫学週）ごとの全国データの推移
※令和５年５月７日以前は、HER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数

定点当たり報告数推移

※年代別の定点当たり報告数は小数点以下第３位を四捨五入しているため、合計しても、
必ずしも総数とは一致しない。

都道府県別定点当たり報告数推移

※直近５週分のデータ

※11/13－11/19データを11/24 (金)に公表（厚労省HP）
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新規入院患者数等

※９月24日以前の数値は、G-MISデータに基づく定点医療機関における新規入院患者数
（参考値）である。
※G-MISに入力されたデータのうち、令和５年９月25日時点で各自治体が指定した基幹定
点のリストに基づき抽出したデータを集計したものであるが、定点は、地域の実情に応じ
て、変更される可能性がある。

※1 基幹定点医療機関（全国約500カ所）からの新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）による入院患者の届出数

新規入院患者数

重症者数

※新型コロナウイルス感染症の新規入院患者数等については、改正省令に基づき、
９月25日より、定点医療機関（全国約500か所）からの報告としている。

※11/13－11/19データを11/24 (金)に公表（厚労省HP）

10月16日
～10月22日

10月23日
～10月29日

10月30日
～11月5日

11月6日
～11月12日

11月13日
～11月19日

1,159 1,081 1,074 818 784

期間

入院患者数※1

10月16日
～10月22日

10月23日
～10月29日

10月30日
～11月5日

11月6日
～11月12日

11月13日
～11月19日

ICU入室 41 40 43 45 34

人工呼吸器の利用 15 15 17 20 16

期間
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新型コロナの主な特例の算定回数等①

院内トリアージ実施料（全体）及び
二類感染症患者入院診療加算（特例）の算定回数

出典：NDBデータ

R2.4/8～

院内トリアージ実施料

（特例）の算定

院内トリアージ実施料（特例）及び
二類感染症患者入院診療加算（特例）の算定医療機関数

R3.9/28～R5.3/31

二類感染症患者入院診療

加算（特例）

（施設）（回/月）
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救急医療管理加算（リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病

棟への入院※5/8~）

R2.9/15～

中等症Ⅱ以上の呼吸不全管理を要する

患者についての特例算定

新型コロナの主な特例の算定回数等②

治療室で重症患者を受け入れた場合の特例の算定回数
（救命救急入院料、特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料）

一般病棟で入院患者を受け入れた場合の特例
（救急医療管理加算）の算定回数

出典：NDBデータ

（回/月）（回/月）
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新型コロナの主な特例の算定回数等③

回復患者を受け入れた場合の特例の算定回数

出典：NDBデータ

個室/陰圧室管理を行った場合の特例の算定回数

（回） （回）
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回復患者 入院初日～30日目までの加算(5/7まで)

回復患者 入院31日目以降～90日目までの加算（5/7まで)

回復患者 入院初日～14日目までの加算（5/8以降）



新型コロナの主な特例の算定回数等④

新型コロナ罹患後症状に対する診療に関する特例の
算定回数（令和５年５月８日以降）

出典：NDBデータ

新型コロナ患者の入院/転院調整を行った場合の
特例の算定回数（令和５年５月８日以降）

（回） （回）
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新型コロナの主な特例の算定回数等⑤
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自宅・宿泊療養者への緊急往診・緊急服薬指導の特例の算定回数

出典：NDBデータ
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出典：NDBデータ

（回） （回）

（回）

新型コロナの主な特例の算定回数等⑥
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歯科治療の延期が困難であって、必要な感染予防対策を講
じた上で歯科治療を実施した場合の特例の算定回数

呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の改善を目的とし
て、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合の特例の算定回数

診療情報の提供を受けるなど、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合の特例の算定回数
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新型コロナウイルス感染症の利用者への訪問看護の提供状況

97

○ 令和５年６月審査分の訪問看護療養費明細書における、新型コロナウイルス感染症の利用者に対する
訪問看護の提供状況は、年齢階級が高くになるにつれ、人数は増加し、各年齢階級の利用者に占める割
合も高くなっていた。
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出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）
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98出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（歯科）

新型コロナウイルス感染症患者への歯科診療の実施状況

○ 新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科診療を行ったかについて、「外来診療のみ行った」、「訪問
診療のみ行った」、「外来、訪問診療ともに行った」の合計で12.3％であった。

○ 新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科診療を行った場合の治療内容は「急性症状への対応」が
78.9％であった。

・調査対象：かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出歯科診療所2,000施設、それ以外の歯科診療所2,000施設（いずれも無作為抽出）
・調査対象月：令和4年7月～9月の3か月間

■図表 2-39 新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科診
療を行ったか
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■図表 2-39 新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科診
療を行った場合の治療内容
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

急性症状への対応

う蝕治療

歯周治療

補綴治療

口腔外科処置

定期的な口腔管理

呼吸管理を行っている患者に対する口腔管理

新型コロナウイルス感染症の症状による口腔乾

燥患者への指導管理

その他

無回答

全体 n=237
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新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科訪問診療の実施状況

○ 新型コロナウイルス感染症患者に対する令和４年４月～６月、７月～９月の各３か月間の歯科訪問診療
の実施状況について、いずれの期間も在宅療養支援歯科診療所１，２では自宅が約６％、病院が約３～
４％、宿泊療養が約２％、その他（介護保険施設を含む。）は約１％であった。

○ 在宅療養支援歯科診療所以外の歯科診療所では、無回答が約７割であった。

・調査対象：在宅療養支援歯科診療所2,000施設、それ以外の歯科診療所1,000施設（いずれも無作為抽出）
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6.9
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宿泊療養

自宅

その他

実施あり 実施なし 無回答
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1.1

0.2

31.9
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31.9

26.8

67.3

67.3

67.0

73.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

宿泊療養

自宅

その他

実施あり 実施なし 無回答
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2.3

5.5

0.9
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87.7

66.4

6.7

7.3

6.8

32.7
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病院

宿泊療養

自宅

その他

実施あり 実施なし 無回答

0.9
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31.9
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病院
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その他

実施あり 実施なし 無回答

■在宅療養支援歯科診療所１，２（令和４年４月～6月） ■在宅療養支援歯科診療所以外（令和４年４月～6月）

■在宅療養支援歯科診療所１，２（令和４年７月～９月） ■在宅療養支援歯科診療所以外（令和４年７月～９月）

(n=894) (n=452)

(n=894)
(n=452)
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